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 開  会  

 委 員 長  おはようございます。 

 本日の出席委員は１４人につき、定足数に達しております。 

 ただいまから、令和２年度決算審査特別委員会を開会します。 

（１０：００） 

 委 員 長  お諮りします。 

 議会運営委員会にて日程の協議がなされ決定したとおり、本特別委員会は、本日９

月１３日から１５日までの３日間を審査日程としたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 したがって、本特別委員会は、本日９月１３日から１５日の３日間に決定しました。 

 本日は決算審査報告のため、古山修治代表監査委員に出席していただいておりま

す。 

 ただいまから、令和２年度一般会計及び特別会計の決算審査並びに基金運用状況審

査、並びに令和２年度下水道事業会計及び水道事業会計の決算審査の報告をお願いい

たします。 

代表監査委員  皆さんおはようございます。代表監査委員の古山です。 

 それでは早速、決算審査の講評をいたします。 

 詳細につきましては、お手元の令和２年度筑前町一般会計、特別会計、決算審査意

見書及び各基金運用状況審査意見書並びに上下水道事業会計決算意見を参照いただ

きまして、私は最後の１５ページ、結びに沿って報告したいと思います。 

 令和２年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算並びに基金の運用状況につきま

しては、意見書記載のとおり各会計決算及び基金の運用状況とも計数に誤りなく、適

正に執行されていることを確認いたしました。 

 本年度につきましては、令和２年から令和１１年までの１０年間を対象とした第２

次筑前町総合計画の初年度にあたり、総合計画の基本構想に基づき、様々な事業の取

り組みがなされておりました。 

 主な事業として、ＧＩＧＡスクール構想による小中学校生徒１人１台の学習用タブ

レット配備や、中学校トイレ改修等の学習環境の改善事業、また、道の駅みなみの里

を開駅し、防災施設の拠点として町内外へ周知するとともに、みなみの里と大刀洗平

和記念館に無線ＬＡＮを整備し、観光情報を強化したことなどが挙げられます。 

 今年度は、本町の観光振興を図るための観光振興基金のほか、新型コロナウイルス

感染症対策基金と筑前町国民健康保険事業運営基金の３つの基金が新設され、現在、

合計で１６基金となっております。 

 また、本年度は、各課において新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

を活用した数多くの備品購入がなされました。決算審査とともに実施いたしました備

品監査につきましては、各職場ともおおむね適切な取り扱いが行われていました。 

ただ、一部、備品購入に際して改善を要すると思われる点がありました。この点に

つきましては、適切な取り扱いを行うよう指導し、是正を指示いたしております。 

 次に、町の財政状況につきましては、実質単年度収支が前年度６,７００万円余の

赤字から１億８,２００万円の黒字へと好転しており、財政構造上の弾力性を示す経

常収支比率も前年度８９.５％から８７.３％へと改善傾向が認められました。財政健

全化の指標となる実質公債費比率も前年度１２.１％から１１.１％へと１.０ポイン

トの減。将来負担比率も前年度７９.１％から７１.５％へと７.６ポイントの減少と、

いずれも前年度に比べ大きく改善されております。 
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また、自主財源の柱である町税が前年比３.６％の増収となり、徴収率も９４.８％

と成果が上がっている点も評価するとともに、今後のますますの努力を期待するとこ

ろであります。 

 このように、町当局の財政運営の努力は大いに認められますが、今後、人件費、扶

助費、公債費等の義務的経費の増加が予想されること、加えて、異常気象等による想

定外の災害や新型コロナウイルス感染症の影響による景気後退が予想されるなど、財

源の確保についてはますます厳しさを増すものと思われます。 

 今回新たに策定された第２次筑前町総合計画の目標達成に積極的に取り組まれ、定

住人口の増加や積極的な企業誘致、町税の徴収強化等に一層の財源確保を図りつつ、

歳出の効率的な執行に努めるなど、きめ細やかな財政運営につきまして、町当局の特

段の努力を望みます。 

 次に、特別会計につきまして、国民健康保険事業特別会計において、歳入歳出差引

額が１億３,２００万円と前年同様黒字決算となっております。しかしながら、前年

度一旦減少した１人あたりの医療費は、前年比３.０％と増加しており、高齢化の波

は避けられない状況が続くものと思われます。それでも厳しい財政環境の中、国保税

収納率や不納欠損額は、前年度比改善されていることは評価したいと思います。今後

も引き続き、町民の健康増進と医療費削減対策、国保税徴収に一層の努力を期待いた

します。 

 最後になりますが、水道事業会計と下水道事業会計の令和２年度の決算につきまし

ても双方とも計数に誤りなく、適正に処理されていることが認められました。今後も

計画的、効率的な事業の推進に努められ、安全安心な水道水の安定的な供給とその普

及を図られるよう望みます。 

 簡単でございますが、以上で令和２年度の決算審査講評を終わります。 

 委 員 長  決算審査の報告が終わりましたので、ここで古山代表監査委員には退席していただ

きます。大変お疲れさまでございました。 

 （古山代表監査委員退席） 

 委 員 長  本会議で付託されました認定第１号から認定第７号までを審査いたしますが、審査

の方法についてお諮りします。 

 審査の方法は、議会運営委員会で協議を行い、認定第１号「令和２年度筑前町一般

会計歳入歳出決算の認定について」は、お手元にお配りしておりますように、所管課

ごとに歳出の審査を行い、全ての所管課の歳出の審査が終わって、歳入を審査いたし

ます。 

 認定第２号から認定第７号までの特別会計歳入歳出決算認定については、特別会計

ごとに審査を行います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 決算認定の審査に入る前に、令和２年度普通会計決算の概要について説明を求めま

す。 

 財政課長 

 財政課長  それでは、決算審査特別委員会資料をお願いします。令和２年度普通会計決算の概

要について説明いたします。 

 まず、１ページの１、普通会計における成果です。 

第２次総合計画における各政策目標の主な成果を記載しております。 

 「「学ぶ」人間性と社会性を育むまち」では、三輪中学校、夜須中学校トイレ改修、

全児童生徒への学習用タブレット配布、アフタースクールの実施、読書通帳の導入、
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平和記念館の展示内容の充実を図りました。 

 「「守る」安心安全で暮らしやすいまち」では、道の駅筑前みなみの里の開駅、ドラ

イブスルー生活安心事業、高齢者運転免許証自主返納事業、各施設の照明ＬＥＤ化及

び空調施設工事を実施しました。 

 「「稼ぐ」産業の活気あふれる元気なまち」では、スマート農業の推進、森林環境譲

与税基金の活用、ちくぜん食の仕送り便事業、道の駅及び平和記念館の無線ＬＡＮ整

備、観光振興基金の設置を行いました。 

 「「支える」助け合い健やかに暮らせるまち」では、定住促進事業、育ち盛り子ども

たちの「食」の応援事業、臨時特別出産祝い金事業、シニアクラブ活動助成事業を実

施しました。 

 「「結ぶ」人を思いやり共に支え合うまち」では、行政区へのコロナ支援金、テレビ

データ放送（ｄボタン）の活用、人口３万人達成イベントなどの成果があったところ

です。 

 ２ページをお願いします。 

今後の財政運営についてです。歳入面では、自主財源の基幹収入である町税は、右

肩上がりで増加してきたものの、新型コロナウイルスの景気の落ち込みは町税に大き

な影響を与えることが想定されます。そのため、税徴収率の向上はもとより、企業誘

致、ふるさと納税などによる積極的な歳入の確保が求められます。 

 歳出面では、少子・高齢化対策、医療費対策、防災対策、道路橋梁整備、農業振興

対策など本町が取り組むべき課題に新型コロナウイルス対策が加わり、さらに多様化

し続ける行政サービスに対応しなければなりません。本町における財政指標は、現状

では健全性を保っておりますが、合併特例債事業をはじめ数多くの普通建設事業を町

債で賄ってきたこと、上下水道事業への補助金、一部事務組合への繰出金が多くある

ことから、実質公債費比率が高い数値を示しています。 

また、経常収支比率は、令和２年度決算では８７.３％と前年度比２.２ポイント改

善しましたが、依然伸び続ける扶助費、償還のピークが続く公債費、そして多種多様

化する行政サービスに対応するための人件費と義務的経費は今後も増えていくこと

が見込まれることから、決して楽観はできません。 

 これらの情勢を踏まえ、持続的に本町の財政を運営していくために、事業の必要性、

事業効果、緊急性、後年度の負担等を十分に検証し、計画的に必要な事業を実施して

いくことで、健全財政のまちづくりに向けて取り組みを進めていきます。 

 ３ページをお願いします。 

普通会計における決算の収支状況です。歳入総額１６４億９,６４０万２,０００

円、歳出総額１６１億４,３４４万円となっております。実質収支３億３６９万円の

黒字、単年度収支３,５３８万７,０００円の黒字、実質単年度収支も１億８,２２９

万３,０００円の黒字決算となっています。 

 ４ページの歳入の状況です。 

 自主財源につきましては、分担金及び負担金、寄附金、諸収入が減となったものの、

町税、繰入金等の増により７,２９８万１,０００円増となりました。依存財源につき

ましては、国庫支出金の大幅増により３８億３,８０７万円の増となりました。一般

財源については、町税や地方消費税交付金の増の影響が大きく、前年度１億４,２９

７万６,０００円増となっています。 

 ５ページをお願いします。 

歳入の主なものを説明します。町税は、たばこ税及び入湯税以外の税が増となり、

対前年度比１億１,３４２万８,０００円の増となりました。地方交付税は３６億８,

２１５万６,０００円で、前年度より５,１３２万５,０００円の減となっています。
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分担金及び負担金のうち、保育料が１億２,４５７万６,０００円の減となっています

が、これは令和２年度より使用料に計上したことによるものです。使用料及び手数料

のうち平和記念館入館料は、前年度より２,３３３万８,０００円の減となっていま

す。 

 次に、６ページの国庫支出金です。 

 特別定額給付金給付事業費補助金をはじめとした新型コロナウイルス感染症関連

補助金により、国庫支出金は４９億２,６９０万３,０００円で、前年度より３７億８,

９２７万６,０００円の増となりました。寄附金のうち、ふるさと応援寄附金は１億

９,７１７万７,０００円で、前年度比３,３２８万７,０００円の減となっています。

繰入金は、総額５億８,６３９万７,０００円を繰り入れ、前年度比８,３０２万８,０

００円の増となっています。増額の主なものとしまして、公共施設等整備基金、ふる

さと応援基金の繰り入れが前年度より大きく増加しています。 

 ７ページの町債は、６億８,７７２万９,０００円を借り入れ、前年度比１億１,６

０７万９,０００円の増です。 

 ８ページをお願いします。 

歳出の状況です。目的別で見ますと、まず減額となったものは、土木費、消防費、

災害復旧費です。一方で増額となった主なものは、特別定額給付金事業及び新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業などによる総務費、施設の改修、学習

用タブレット購入などによる教育費などです。 

 １１ページをお願いします。性質別経費の状況です。 

 義務的経費につきましては、会計年度任用職員制度による人件費の増の影響が大き

く、前年度比２億９,７８３万４,０００円の増となっています。 

 １２ページをお願いします。 

投資的経費につきましては、災害復旧費が前年度比３８.２％減となりましたが、

普通建設事業費が前年度比７２.９％と大幅増となったため、２億４,７５０万３,０

００円増となりました。 

 １３ページ、その他の経費につきましては、特別定額給付金事業及び新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金事業により補助費等が大幅増となったため、対

前年度比３３億３,６９４万１,０００円の増となりました。 

 １５ページをお願いします。 

経常収支比率につきましては、計算式の分子となる経常経費が前年度と比較して減

り、分母である経常一般財源が前年度と比較して増となったため、経常収支比率は８

７.３％となり、前年度より２.２ポイント改善しました。 

 １６ページです。 

基金の状況ですが、積み立てを３億５７３万３,０００円、取り崩しを５億８,６３

９万７,０００円行い、前年度より２億８,０６６万４,０００円の減、４５億１４９

万円の基金残高となっています。 

 次に、町債の状況ですが、６億８,７７２万９,０００円の借り入れに対し、１２億

６,１７９万４,０００円の元金償還を行い、対前年度比５億７,４０６万５,０００円

減の１３８億２,６４２万円の町債残高となりました。基金の減少額以上に町債残高

は減少しております。 

 １７ページからは、令和２年度の決算の概要をまとめたシートです。 

 １８ページから２１ページは、過去５年度分の決算概要の推移をまとめたシートで

す。 

 ２１ページの決算状況指数のシートで指数の説明をいたします。 

 まず、標準財政規模です。これは地方公共団体の地方交付税などの一般財源の標準
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的規模を示すもので、前年度比３.０％の増、７７億４,０３１万６,０００円です。 

 次の財政力指数は財政力を示すもので、基準財政需要額に対する基準財政収入額の

割合であり、０.４８％となっています。 

 次の実質収支比率は、実質収支の標準財政規模に対する割合で、おおむね３％から

５％が望ましいとされています。令和２年度は３.９％です。 

 次の経常一般財源比率は、標準財政規模に対する経常一般財源の割合ですが、対前

年度比４.８ポイント減の９６.９％です。１００％を超えるほど財政の弾力性がある

ことになります。 

 次に公債費負担比率ですが、公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する

割合で、率が高いほど財政運営が硬直化していることになります。対前年度比０.１

ポイント増の１５.７％です。 

 健全化判断比率の実質公債費比率は１１.１％で、前年度比１ポイントの減、将来

負担比率は７１.５％で、前年度比率７.６ポイントの減となっております。 

 以上で説明を終わります。 

 委 員 長  普通会計決算の概要説明が終わりました。 

 この件で特に質疑があればお受けします。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 ここで町長は別の公務のため退席いたします。 

 （町長退席） 

 委 員 長  認定第１号「令和２年度筑前町一般会計歳入歳出決算の認定について」を議題とし

ます。 

 議会事務局、監査事務局の説明を求めます。 

 議会事務局長 

議会事務局長  議会事務局、監査事務局の決算及び主要施策の成果について説明をいたします。 

 それではまず、議会の決算を説明いたします。 

決算書の５３ページ、５４ページをお願いいたします。 

 １款１項１目議会費でございます。議員の報酬及び職員人件費、議会運営に要しま

した費用でございます。支出済総額が１億２,１６３万７,０００円となっておりま

す。令和元年度と比較しまして、１,５８９万８,０００円の増となっております。増

の主な要因は、議場映像音響設備更新業務委託によるものです。 

 決算の内容に入ります。経常的な経費を除き、主要な部分に絞って説明いたします。 

 人件費の１節から４節は省略いたします。 

 ８節旅費、費用弁償は会計年度任用職員の７万２,０００円、普通旅費は全国町村

議会議長会の旅費が主なものです。 

 ９節交際費、町議会議員ＯＢの方々等への御霊前及び初盆の御仏前として、合わせ

て１万３,０００円を支出しております。 

 １０節需用費、主に議会だよりの印刷代として１２７万７,０００円を支出したも

のです。 

 １１節役務費は、議会だより折込手数料として１５万円を支出しております。 

 １２節委託料、会議録業務委託として６０万３,０００円を、また、新たに導入した

インターネット議会配信業務委託として２７６万１,０００円、議場映像音響設備更

新業務委託として１,４９４万２,０００円を支出したものです。 

 １３節、１８節は、議会運営、議会活動に要した例年どおりの経常的経費でござい

ます。説明は省略いたします。 
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 次に、監査の決算を説明いたします。 

 決算書の９５ページから９８ページをお願いいたします。 

 ２款６項１目の監査委員費、監査委員の活動に要した費用でございまして、合計で

１０７万８,０００円の支出となっております。監査委員の報酬、監査などの際の費

用弁償並びに事例集等の追録代が主な消耗品費でございます。総じて経常的な経費が

主でございます。 

 以上で決算の説明を終わります。 

 続きまして、主要施策の成果及び将来の課題について説明をいたします。 

資料の４６ページをお願いいたします。 

 １項目め、２項目めの本会議、委員会の開催運営は、資料のとおりでございます。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、議員研修など活動が一定制約された

状況であったことを申し添えます。今後は、新型コロナ制約下の中でも可能な情報収

集等に努め、議会活動の活性化を支援させていただく所存でございます。 

 ３項目めの「議会だより」発行は、議会活動の大切な情報発信の媒体として、また、

町民の意見を的確に把握するための大事なツールとして、これからも充実強化へ支援

に努めてまいります。 

 資料の４７ページをお願いします。 

 会議録業務につきましては、法で義務づけられている重要業務として、これからも

確実かつ丁寧な作成と幅広い公開に向けて努力してまいります。 

 議員研修の先進地視察実施については、新型コロナウイルス感染症防止対策のた

め、今後の感染状況の動向を注視しながら検討していきたいと考えております。 

 続きまして、監査の説明をいたします。 

地方自治法に基づき、例月出納検査をはじめとした各種検査、監査を実施しており

ます。資料のとおりでございます。これからも監査を通して町行政に対する住民の信

頼を高めていくために、研修会等に参加するなど、より専門的知識を習得し、有効で

効果的な監査の実施に努めてまいります。 

 以上で、議会事務局、監査事務局の決算及び主要施策の成果について、説明を終わ

ります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので質疑に移ります。 

 木村博文委員 

木村博文委員  委員長、まず私、足が悪くて、立ったり座ったりにちょっと時間がかかりますので、

座ったままの質問をしてよろしいでしょうか、お伺いします。 

 委 員 長  分かりました。 

木村博文委員  それでは座ったままで失礼いたします。 

 資料の４６ページの一番上ですが、インターネットの配信です。これは議会として

も念願でありました。以前より取り組んでいただくということで、大変、これが実現

したということで喜んでおります。 

 しかし、使う上において、機器の操作です。係長が今、モニターとか全部マイクと

か操作してありますけど、もし担当係長が、今の時代ですから特にコロナとかで、明

日から出られないとなった場合はどうされるんですか。 

 委 員 長  議会事務局長 

議会事務局長  お答えいたします。 

 今、木村委員おっしゃいましたように、インターネット配信につきましては昨年の

９月から稼働しておりまして、ちょうど１年目を迎えております。私も４月に議会事

務局に来まして、この操作につきましては係長が１人で今行っているということで、

非常に不安感を覚えました。 
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現在、議会事務局に私を含めまして、あと会計年度任用職員の計３名おりますので、

係長よりこの操作の基本的なことにつきまして十分習得をしているところでござい

ます。したがいまして、基本的な操作はこの３人で対応していきたいというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  今、３人でされるということでありましたが、実際、担当係長が出られないように

なった場合を考えた場合、局長がそこに座ってしながら、全体も把握しながら何もか

にもするというのは難しいんじゃないかなと思います。やはり局長はその内容につい

て、しっかりと聞きながら、議長なり委員長のサポートをしていくという立場ですか

ら、それでプラス機器を扱うっていうのは難しい。 

それと、会計年度任用職員の方にも覚えてもらっているということですが、この議

会の進行は独特のものが多分あると思います。そんな中でいきなり、出られないから

明日お願いしますと言っても、この機器の操作だけでは駄目だと思うんです。また、

会計年度任用職員の方にそれだけの責務を背負わせるというのも、これもいかがなも

のかなと思います。 

 だから、ぜひ、今までの進行だけでもご存じの職員の方が、歴代の係長さんが、庁

舎内にいらっしゃると思います。だから、その方に覚えていただいて、ちょっと派遣

という形になるかもしれませんけども、それができるような仕組みをして。今の係長

が配置換えになれば、また今の係長が戻ってきて何らかの場合はしてもらうというこ

ともできるとは思います。ここ１、２年あるか分かりませんけども、これは明日でも

起こり得ることですので、ぜひ対応していただきたいと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

 委 員 長  議会事務局長 

議会事務局長  お答えいたします。 

 この機械の操作関係につきまして、ご心配をいただきまして誠にありがとうござい

ます。今、木村委員がおっしゃいましたことも含めまして、今後検討させていただき

たいと思います。 

どうもありがとうございました。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で、議会事務局、監査事務局を終わります。 

 委 員 長  続きまして、総務課の説明を求めます。 

 総務課長 

 総務課長  それでは、総務課の決算及び主要施策の成果と課題についてご報告を申し上げたい

と思います。 

 最初に、決算についてご説明を申し上げます。 

決算書の５５、５６ページをお開き願いたいと思います。 

 ２款１項１目一般管理費、支出済額３億４,９００万２,０００円余でございます。

この一般管理費の主要な内容につきましては、特別職正副町長及び一般職員と総務

課、環境防災課消防安全係、財政課管財係、出納室の人件費並びに総務課が行ってお

ります行政運営及び管理運営全般の費用でございます。 

主なものについてご説明いたします。 

 １節報酬につきましては、会計年度任用職員２名分と政治倫理審査会委員等の報酬

となっております。 
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 なお、人件費に係ります２節給料から４節共済費につきましては、説明を省略させ

ていただきたいと思います。 

 ５節災害補償費２８４万１,０００円余は、会計年度任用職員の公務中におけます

転倒事故により、手術、入院、通院に係る公務災害補償費用でございます。 

 ９節交際費の使途につきましては、随時ホームページを活用して公表いたしており

ます。 

 １０節需用費、支出済額１,１０５万２,０００円余となっておりますが、このうち

総務課関係の支出につきましては９２万５,０００円余となっております。うち修繕

料につきましては、本庁舎屋外掲示板及び庁用車の修繕でございます。 

 ５７ページ、５８ページをお願いいたします。 

 １２節委託料、支出済額２,２３３万３,０００円余で、前年度比８４９万２,００

０円余の増となっております。増額の主な要因は、新規に出退勤等庶務管理システム

を導入したことによるものでございます。主な内容につきましては、公用車運転業務

委託料、庁舎受付・電話交換業務委託料及び職員の総合健康診断委託料など、固定的

な業務内容となっております。 

 １８節負担金補助及び交付金、支出済額９４８万円余で、前年度比４７６万９,０

００円余の増となっております。増額の主な要因は、甘木・朝倉・三井環境施設組合

との人事交流に伴い、派遣職員の負担金増によるものでございます。 

 続きまして、２款１項２目文書広報費、支出済額１,３９９万５,０００円余で、前

年度比９６万４,０００円余の減となっております。主な経費は、広報ちくぜん、毎月

１万１,７００部の印刷製本費、郵便代の通信運搬費、町の例規関係費用となってお

ります。減額の主な要因は、前年度実施いたしました制度改正に伴い、会計年度任用

職員に関する例規集を整備するための支援業務委託料が不要となったためでござい

ます。 

 続きまして、７１、７２ページをお開きください。 

 ２款１項２２目自治振興費、支出済額３,９５８万３,０００円余で、前年度比４８

４万４,０００円余の減となっております。主な経費につきましては、７節区長報償

費でございまして、前年度より世帯数の増加に伴い５９万４,０００円余の増となっ

ております。減額の主な要因といたしましては、補償補填及び賠償金が発生しなかっ

たことによるものでございます。 

 続きまして、７９、８０ページをお開きください。 

 ２款１項２８目そったく基金事業費、支出済額１００万円でございます。１２節委

託料、支出済１００万円となっており、政策支援業務として中村学園大学に食をテー

マにした研究をお願いしているところでございます。 

 ８１、８２ページをお願いいたします。 

 ２款１項３６目特別定額給付金事業費、支出済額２９億９,４６６万５,０００円余

となっております。新型コロナウイルス感染症の経済に与える深刻な影響を鑑みまし

て、１人あたり１０万円の特別定額給付が実施をされたところでございます。その手

続等に必要な経費として支出したものでございまして、給付した人数につきましては

２万９,８５４名となっており、給付率９９.９％でございます。 

 続きまして、２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費、支出済額２億８,８

３８万７,０００円余でございます。令和２年度の新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金事業の決算総額は５億１９万８,０００円余となっておりますが、

こども課、健康課、農林商工課の一部、教育課の一部、生涯学習課の一部を除いた事

業をここで計上いたしているところでございます。また、事業名、事業内容、決算額

及び担当課等につきましては、資料として別途配付させていただきました内容のとお
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りでございます。そのうち総務課が対応いたしました主な経費について、ご説明を申

し上げたいと思います。 

 １０節需用費のうち１,４６６万８,０００円余を支出いたしております。主な内容

につきましては、筑前町育ち盛り子どもたちの「食」の応援事業といたしまして、お

米、卵等の購入費用１,４５５万１,０００円余がそれにあたるものでございます。 

 １２節委託料のうち４７０万円を支出させていただいております。その内訳は、備

考欄にも記載のとおりｄボタン広報誌システム導入業務委託２７５万円及びＰＲ動

画作成委託料１９５万円でございます。テレビのｄボタンにより、随時タイムリーな

情報発信と、町ＰＲのため動画を作成し道の駅やホームページに掲載し、町内外に情

報を提供するものでございます。 

 １７節備品購入費のうち公共的空間安全・安心確保事業といたしまして、投票用紙

自動交付機を購入させていただいております。金額といたしまして３３３万３,００

０円を支出しているところでございます。 

 １８節負担金補助及び交付金のうち３,４３１万４,０００円余を支出しており、主

な内容につきましては、コロナに負けるな筑前町元気づくり事業といたしまして、飲

食店コロナ対策支援金１０６万円、飲食店利用券事業費交付金１４２万６,０００円

余、新型コロナウイルス対策行政区支援事業といたしまして２,１６７万８,０００

円、筑前町臨時特別出産祝い金事業といたしまして１,０１５万円を支出したところ

でございます。 

 続きまして、９１ページ、９２ページをお開きください。 

 ２款４項１目選挙管理委員会費、支出済額３３万４,０００円余となっており、主

なものは選挙管理委員４名の報酬となっております。 

 次に、２目選挙啓発費は、常時啓発の費用として支出済額１１万９,０００円余を

支出したものでございます。 

 次に、５目県知事及び県議会議員選挙費、支出済額４３７万７,０００円余でござ

います。令和３年４月１１日に執行されました県知事選挙告示後の期日前投票等に要

した経費でございます。コロナウイルス感染症対策といたしまして必要な消耗品等を

備え、実施をいたしたところでございます。 

 以上が決算についての説明でございます。 

 続きまして、主要施策の成果と課題について、ご説明を申し上げたいと思います。

決算審査特別委員会資料をお手元にお出しください。 

４８ページをお開き願いたいと思います。 

 主要項目のポイントのみを説明させていただきたいと思います。 

 最初に、総務課人事秘書係でございます。給与管理事務です。国の人事院勧告並び

に県の人事委員会の勧告を尊重いたしまして、国公準拠による給与の適正化に努め、

ラスパイレス指数等の改善に努めてきたところでございます。 

 次に、人事評価制度事務でございます。評価者研修、個人面談、調整会議等を実施

いたしまして、各職員の評価及び年度内スケジュール確認等を行いながら、公平公正

な評価制度を進めてまいったところでございます。なお、令和２年度から会計年度任

用職員についても導入をいたしたところでございます。 

 続きまして、人事定数管理です。今年度４月に採用しました職員につきましては、

具体的措置の欄に記載しておりますとおり、一般事務３名、保健師３名、保育士１名、

及び再任用職員３名でございます。保育士の教養試験につきましては公務員対策等を

必要としないものとし、専門知識や人物重視により、これらの担い手にふさわしい人

材の確保に努めてまいっております。 

 次に、組織機構事務です。限られた職員数の中で新型コロナワクチン接種に対応す
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るために対策室を設置し、必要に応じ応援体制を構築するなど、迅速、柔軟な対応を

心がけてきたところでございます。 

 続きまして、職員研修事務及び地方創生人材育成事務です。大野城市にございます

福岡県市町村職員研修所の階層別研修をはじめといたしまして、具体的措置に記載い

たしておりますとおり、研修に参加をしたところでございます。地域活性化センター

事業を活用し、職務遂行に必要な知識、技能習得及び教養の向上を図っていきたいと

いうふうに考えております。 

 ４９ページをお開きください。 

 庶務管理システム導入・運用事務でございます。紙媒体によります時間外勤務の申

請、休暇申請の管理及び給与明細書を電子化することによりまして、事務の効率化、

適正で正確な出退勤管理及び所属長によります職員の労務管理に寄与できているも

のと考えております。 

 ５０ページをお願いいたします。 

 続きまして、行政政策係でございます。筑前町行政事務委嘱事務でございます。区

長会に関することでございますが、各区長に行政事務を委嘱し、行政とのパイプ役と

して活用していただいておるところでございます。世帯数の増加によりまして、区長

報償費が増加しているという状況でございます。 

 政策支援業務委託事業でございます。食について中村学園大学と連携をいたしまし

て、特産品の調査・研究を行ってまいっております。また、この間、筑前クロダマル

に含まれる成分の機能について研究を行ったところでありまして、１０年間の研究報

告冊子を作成しておるところでございます。 

 続きまして、行政評価制度導入事業です。６４４事業の事務事業評価及び政策評価

を行いまして、ＰＤＣＡサイクルを構築し、効率的、効果的な業務を行うことを目的

として取り組みを進めておるところでございます。 

 ５１ページをお開きください。 

 政治倫理審査会事務でございます。６回にわたります審査会を開催いたしまして、

町三役、町議会議員から提出されました資産等の報告に基づき審査を行っているとこ

ろでございます。 

 ５２ページをお願いいたします。 

 福岡県知事選挙執行事務でございます。適正な事務執行を心がけ、大きなトラブル

もなく、選挙執行ができたところでございますが、他自治体同様に投票率の低下が最

大の課題となっているところでございます。 

 ５３ページをお開きください。 

 最後になりますけれども、地方創生関連交付金事務でございます。新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたしまして、影響を受けている地域経済

や住民生活の支援策といたしまして５２事業を展開し、地域経済の活性化に寄与いた

しているところでございます。 

 以上、主要施策の成果及び将来の課題についての説明を終わりまして、総務課の説

明に代えさせていただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  成果及び将来の課題の５２ページです。 

 一番下の特別定額給付金事業、１人１０万円の給付の分ですが、１００％に行き渡

らなかった理由は何でしょうか。 

 委 員 長  総務課長 
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 総務課長  お答えいたします。 

 この内容について、もう少し詳細にご説明を申し上げたいと思います。 

 対象者につきましては２万９,８７９名。対象者２万９,８７９名に対しまして、記

載のとおり、給付された方々が２万９,８５４名。残ります未給付２５名ということ

になるわけでございますが、２５名の内訳は、未申請が２０名と別に辞退者５名の２

５名という内容でございます。 

 委 員 長  ほかに質疑は。 

 河内委員 

 河内委員  今、対象者が２万９,８９７で、実際は２万９,８５４だから、差が４３人になるん

じゃないですか。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 先ほど数字述べたのにちょっと訂正かけます、申し訳ございません。 

 私２万９,８７９と言ったつもりでございましたが、２万９,８９７というふうにお

伝えしているようでございます。訂正いたしまして、２万９,８７９でございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  辞退された方は別として、未申請の方への対応はどのようにされましたか。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 未申請者の方につきましては、区長及び民生委員さんにお願いしまして連絡を取っ

ていただきましたけども、未申請だったということでございます。 

 委 員 長  木村和彦委員 

木村和彦委員  令和２年度の新型コロナの、この別紙の表のことでよろしいですか。 

 ２５番の新型コロナウイルス対策行政区支援事業について、事前質問書でも出して

いましたが、各行政区どういう形で使われたのかというのと、もしかしたら使われて

ない行政区もあるとは思うんですが、今後どういう形でどの行政区はどういうものを

買われましたとか使われましたかというのを調べていく方向性はあるのかも、ひとつ

お願いします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えいたしたいと思います。 

 行政区コロナ対策支援金につきましては、使用内容についての把握には努めており

ます。内容といたしましては、公民館のエアコン工事、空気清浄機の購入費、消毒液

の設置、飛散防止ためのトイレの改修、また、住民の方々を対象にいたしましたマス

ク、消毒液等の配布がなされているようでございます。 

 ご指摘のように使用されていない、全てを使用されてない部分はあるようでござい

ますので、新たな区長さんを通じまして周知徹底を図っていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

 以上です。 

 委 員 長  寺原委員 

 寺原委員  成果と課題の５２ページの選挙啓発に関してです。 

 先般、広報ちくぜんでも周知がありましたように、まずは期日前投票所が三輪地区

に次回の衆院選から設置をされるということで、非常に私は評価をしております。 

 それと並行して、こういう若い人たちにも、やっぱり政治に対して興味・関心を持

ってもらうという意味での啓発が非常に大事であるというふうに思います。この中で

高校生にも啓発をすることができたというふうにありますが、その内容をどういう内

容で、どういう形で行われたかということについてお尋ねします。 



12 

 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えいたしたいと思います。 

 若い方への周知啓発ということで、朝倉市、東峰村の選挙管理委員会とで組織しま

す朝倉地域選挙管理委員会協議会を主体としまして、先ほどご指摘のように主権者教

育というものを実施させていただいています。 

 内容は、２つの高校の一部の生徒さんを対象といたしまして、出前講座という位置

づけで、選挙の仕組みや投票率の説明等を行った後、立候補演説等の模擬をやりまし

て、それを受けて、模擬投票用紙と投票箱を使った模擬選挙を実施いたしたところで

ございます。２つの学校といいますのは、朝倉高校と朝倉東高校で、東高校について

は２年生を対象に約２００名ということで結果を聞いているところでございます。 

 以上です。 

 委 員 長  山本一洋委員 

山本一洋委員  ２点お尋ねをしたいと思います。 

 まず１点目ですけれども、成果と課題の４８ページの組織機構事務についてお尋ね

をします。その中で機構改革案づくりの方向性についてが書かれておりますが、将来

の課題には機構改革案について、課長ヒアリングを通して素案の検討に入るというよ

うなことを書かれております。 

 以前も私は数回、この機構改革について早急にやるべきではないかという話をして

おりまして、前課長もこの検討に入るというふうな回答も今まであったようでござい

ます。今の方向性というか、現段階でのどのような検討をされているのかをお尋ねし

たいと思います。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えいたしたいと思います。 

 委員ご指摘のように、従前この組織機構等々につきましては、現状に応じた、現況

に応じた対応を行いまして、先ほどの成果の中でも触れましたかと思いますが、近年

ではコロナ対策等々における新たな組織等の構築を行ってきたところでございます。 

 あわせて、本町においては人口増及びこれに伴います住民のニーズが多様化いたし

ているのも事実でございます。また、災害及びコロナ禍において、より業務が煩雑化

し、子育て、健康福祉面、都市整備や災害対応など、複雑な課にまたがる案件が増加

傾向にあるという事実もございます。 

 本来ならば具体的な内容をお示しする状況なんでしょうけれども、現体制において

も各課の連携を図りながら業務の遂行を図っているところでございまして、今後は、

本庁と支所の連携においては物理的な課題もございますので、具体的な内容を改めて

各課長とのヒアリングを実施して聞いてまいりたいというふうに考えております。 

 可能であれば、令和３年度に一定の方向性であります素案を、たたき台として作成

したいというふうに考えているところでございまして、この素案に基づきまして、令

和４年度、十分な協議を図りながら、令和５年度を目指して機構改革等の考え方を進

めていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 委 員 長  山本一洋委員 

山本一洋委員  方向性については分かりましたけれども、さきの財政課の決算概要の中でも、町税

収入の減少というような項目が出てまいります。令和２年度におきましては、担当課

のご努力もあって税収の増収ではありましたけれども、今後予想されます課題と大変

大きな問題もあると思います。要望になるかとは思いますけれども、早急な機構改革、

そしてまた、後でも出てくるかと思いますが、最近気になる子どもたちが増えてきて

いるというようなことも含めて、窓口のワンストップ化というふうなことも、今後、
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話をしていきたいと思いますので、早急に要望したいというふうに思います。 

 以上です。 

 委 員 長  山本一洋委員 

山本一洋委員  もう１件ございます。 

 成果と課題の５０ページ、政策支援の業務委託事業のところの特産品開発の関連事

業でございますが、昨年も同じような課題が書かれておりました。この事業は１０年

間の経過事業で、地域活性化の取り組みを検討する必要があるというふうに書いてあ

ります。具体的な措置では研究報告冊子も作成されているという報告は聞きましたけ

れども、その報告書の中で、クロダマルの関係があるとは思いますが、地域活性化に

ついてどのような具体的な案が出されているのかをお尋ねしたいというふうに思い

ます。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えを申し上げたいと思います。 

 委員が先ほどおっしゃいましたように、１０年間の研究冊子というものを作らせて

いただいております。 

 大変申し訳ないんですが、議員の皆様のお手元に配付しきれていないというのが現

状でございまして、後ほど皆様方に配付をさせていただこうと考えているところでご

ざいます。 

 この間の１０年間の取り組みでございます。先ほどからも触れておりますように、

筑前クロダマルに含まれる成分の機能とか、そういった研究等を含めて実施をしてき

たところでございます。報告書の中身を拝見いたしますと、筑前クロダマルと野菜に

よるがん予防の報告、提言といったものもございますし、先ほど言っておりますよう

にクロダマルの機能性、分析等の結果を踏まえて、筑前町の高齢者の健康、食生活、

運動、社会性に関する分析等々がなされております。 

 あわせて、地産地消によります健康食の勧めといった部分もございまして、本来な

らば令和２年に、このような成果をベースにいたしまして、健康課と一体となった高

齢者の健康相談、そういったものに活用していこうというふうに考えておりました。

あわせて、農林商工課を軸といたしまして、地産地消によります健康食ということで

レシピの開発もなされておりますので、これを実施する予定でございましたけれど

も、近年のコロナの感染の関係もございまして、実際には動いていないというのが現

状でございます。 

 あえて一つ申し上げますと、中村学園との協定の中に、健康推進、流通、科学教育

の分野で相互に協力し、食を核として、ものづくり、人づくり、まちづくりを包括的

に取り組むという目的でございます。このことによりまして、大学との連携による人

材育成という観点もございまして、この間、ど～んとかがし祭り等々の応援、学生の

皆さん等々との人的交流等々も実施をさせていただいたところでございます。 

 １０年間の取り組みの報告の中にございますように、様々な情報、資料等が掲載さ

れておりますので、これを今後、町の施策等々に活用していきたいというふうに考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

 委 員 長  山本一洋委員 

山本一洋委員  分かりましたけれども、１０年間相当な金額、１,０００万円近い金額だと思いま

す。そういう金額を投資しての結果で具体的な方向というのはまだ出てきてないのか

なというふうに。どう変わったのか、１０年間でどう変わっていこうとしているのか、

変わっていくのかというふうなことを私は知りたいというふうに思っています。相談

事業なんかももちろんそうでしょうけれども、人がどんなふうに変わっていくのか、
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変わったのか、そこの検証をお願いしたいというふうに思います。 

 以上です。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 委員おっしゃいましたように十分な金を投資して、成果を出しております。これを

どう生かしていくのかが今後の課題ということは十分認識いたしております。 

 それと、近年叫ばれております北部振興、こういった視点も取り入れながら取り組

みを拡充し、連携を図っていきたいというふうなことも考えておりますので、そのよ

うなことで進めさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員  山本委員の質問にもちょっと関連するんですけれども、地域の活性化、これは課題

ですよね。将来の課題ですけども、現時点でどういうふうに将来の課題を策定されて

いるか、お願いしたいと思います。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 政策の支援業務の中での地域の活性化ということだろうと思っております。先ほど

も申し上げましたように、中村学園との食の関係でございます。一つ捉えますと、レ

シピ関係を作成していただいています。レシピの案、そういったものをあげていただ

いておりまして、これは食の絡みとして、みなみの里を中心としながら新たな特産品

なり、お土産品といったものに活用させていただいておりますし、先ほども触れまし

たが、住民の方の健康面といった点で、いろんな予防、がんの予防といったデータも

活用させていただこうと思っております。 

 強いて言いますならば、こういったものを住民健康診断等々に活用しながら周知を

図っていく、それがひいては地域活性化、住民の健康増進という視点で今後取り組む。 

 ただ、本来ならば早めの取り組みを進めておるべきなんでしょうけども、コロナの

関係上、健康診断等々に活用が今回なされなかったということは今後の課題であると

いうことを考えて、地域の活性化に寄与していきたいというふうに考えているところ

でございます。 

 以上です。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員  健康診断は自分も受けたんですけれども、そういうふうなご指導がなかったんで、

健康課のほうで健康的なものはされているんですけども、食のほうで食の安全と、食

による健康というのがなされてないんで、今後の課題としてよろしくお願いします。 

 それからもう１点ですけれども、選挙の立会人の方です。非常にご迷惑をおかけし

て、ありがたいと思っております。しかし、１８万３,０００円。非常に報酬額が少の

うございますが、すごい長い時間ご迷惑をかけているのに幾らぐらいの報酬をなされ

ているか、よかったら教えてください。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  委員ご指摘のように、金額的に少ないのかもしれません。心苦しいところはござい

ますけれども、公職選挙法に基づきまして、投票管理者、投票立会人の額については

確定、明示をされておりますので、その額でお支払いをしておるということでご了承

いただきたいと思っております。 

 以上です。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  成果と課題の５１ページでお尋ねいたします。 



15 

 

 ４段目に町政報告会がありますけども、新型コロナ感染症のために開催できなかっ

たということで。町の運営についてはこの町政報告会、本当に大事なもんだと思って

おります。議会についても議会報告会がなかなかできないということで、ここも苦慮

しているところでありますが、成果のところに具体的な措置として、開催できなかっ

たため町の紹介ＤＶＤを作成したということで、具体策が書いてありますけども、成

果のほうが知りたいんです。 

 果たして、どれだけの方がこの作成した……。先ほど会計決算書の報告の補足で、

ホームページや道の駅で流したりしましたということを報告されましたけれども、果

たしてどれぐらいの方がこれをですね。作って、どれぐらいの方が見られたと判断し

てあるか、成果が出たと判断してあるか、お尋ねします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 町政報告会につきましては、委員おっしゃいましたとおり、コロナの関係を受けま

して開催できていないというのが現状でございます。そのことも踏まえまして、今回

は、ＫＢＣの「ふるさとＷｉｓｈ」というものがございます。その番組の取材内容等

をベースにいたしまして、２５分間程度の映像に編集し直しまして、可能な方々にご

覧いただこうということで、１０枚程度のＤＶＤに書き換えているところでございま

す。 

 この活用の仕方でございます。活用につきましては、説明の折にも触れましたが、

ホームページと、道の駅が開駅されましたので道の駅のフロア、ロビーの辺りに流せ

るような形を取ってありましたので、そちらのほうで配信をいたしております。 

 ホームページのアクセス件数を拝見いたしますと、１日３０名程度がご覧いただい

ているということのようでございます。町内外どちらがアクセスされているのかちょ

っとこちらのほうで把握することできませんので、町内外通して筑前町の隠れた内容

を皆さんにご紹介いただければなということを思っているところでございまして、あ

らゆる機会を通じて、筑前町を町外に発信していければなというふうに考えていると

ころでございます。 

 以上です。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  今、１日３０名ぐらいが見られたというのは多分、ホームページ自体で、町の紹介

ビデオを３０人が開いたということではないと思うんですね。だから、どれだけの方

が見られたか分からない。町政報告会というのはあくまでも、町民の皆さんに対して

どういうことをやっていますというのを発信するところでありまして、それをホーム

ページで、分母３万人として、どれだけの方が町の報告を受けられたんだろうかって、

ちょっと疑問に思うわけです。 

 それで、２段下の広聴事務のほうにありますが、町長へのたよりが２９件であった

と。これちょっと経年の、例年の件数を、ちょっとすいません、調べていませんので

あれですけど、まちづくりの参考とできているということを、これ２９件をもって…

…。それは町長へのたよりが２９件だったということで、広聴という分野で考えます

と、３万分の２９件ということで０.００１％なんです。やはり町の運営をしていく

ためには、しっかりと住民の声を聞くというのは大事になってくると思います。だか

ら、先ほどのＤＶＤの発信の仕方からも、この今の２９件のこの結果、まあ一因にな

っているんではないかなと思うわけです。その辺りをどう考えているかお尋ねしま

す。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えをいたします。 
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 広聴事務と政策運営への生かし方という問題だろうと思っております。 

 広聴事務の中に町長へのたよりというものがございます。その中でご指摘のように

２９件と非常に少ない件数でございます。一つの例を申し上げますと、２９件のうち

には当然、苦情内容等もございます。あわせて、例えばですけれども体育施設の貸出

しに関する内容や、図書館利用に関する内容等々についての提言といいますか、そう

いったものも随所に出てきているというのが現状でございます。 

 ただ、政策運営に反映するという段階においては、広聴事務とはかけ離れますけれ

ども、場合によっては若い人たちのコロナウイルス交付金の活用方法といったものの

意見聴取を行ったりとか、先ほども触れましたＫＢＣの「ふるさとＷｉｓｈ」の町の

紹介に高校生の女性の方をお願いいたしました。そういった高校生の生の声、今の現

状なり、今後何を町に期待するのかといった意見の聴取等も一応させてはいただいて

いるところでございます。 

 ただ、この広聴事務の中で、町長へのたよりを一つの題材として挙げておりますも

のですから、このような書き方になったということは大変申し訳ないかと思っており

ますが、随時、政策への反映に向けての取り組みは別として取り組んでおるというこ

とと、可能な限りこういったものがあるんだということを町民の皆様方に、ホームペ

ージもしくはＬＩＮＥ等を通じて、周知の徹底を図っていく必要があろうかというふ

うに考えているところでございます。 

 以上です。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で総務課を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで休憩をいたします。１１時３５分から再開をいたします。 

（１１：２２） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１１：３５） 

 委 員 長  出納室の説明を求めます。 

 出納室長 

 出納室長  出納室の決算及び主要施策の成果について、ご説明させていただきます。 

 それでは、まず、出納室の決算を説明いたします。 

 決算書の５９ページ、６０ページをお願いいたします。 

 ２款１項４目会計管理費です。支出済額が８４１万円余でございます。会計年度任

用職員２名分の報酬をはじめ、決算書の印刷製本等に関わる需用費、口座振替等の公

金受払手数料に関わる役務費、指定金融機関の負担金等、経常的な経費が支出の主な

ものでございます。 

 以上で決算の説明を終わります。 

 続きまして、決算特別委員会資料により、主要施策の成果及び将来の課題について

ご説明をいたします。 

 説明を始めます前に２件訂正をお願いいたします。委員会資料５４ページをお開き

ください。２項目め歳入歳出事務、成果の６行目の返済日でございます。令和２年５

月３１日を令和２年５月２９日に訂正をお願いいたします。次に、同成果の一番最後

の行の令和２年３月３１日を令和３年３月３１日に訂正をお願いいたします。ご迷惑

をおかけしたこと、心よりおわび申し上げます。 
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 続きまして、説明に入らせていただきます。 

 １項目めの基金運用業務です。公的資金の確実かつ効率的な運用により、運用収益

を向上させることを目的とし、施策を展開しております。その前提として、安全性、

流動性を確保したうえで運用を行うことが必要でございます。超低金利の状況が続く

中、安全性、流動性を確保したうえで収益を向上させるため、国債、地方債を中心に

運用しております。 

 成果としましては、５,０８５万３,０００円余の運用益を確保しております。今後

も超低金利の厳しい状況が続くことが予想されるため、大幅な運用益の向上について

は難しい面もありますが、金融機関からの情報収集に努め、国債、地方債を中心に安

全、確実で効率的な運用を行っていきたいと考えています。 

 次に、２項目め歳入歳出事務です。こちらにつきましては、出納室の日常業務でご

ざいます。日々の歳入歳出業務事務を適正に処理するとともに、会計機関として執行

機関の公金支出事務が適正に行われているか、厳正に審査しております。 

 成果として、収入及び支出の累計、基金からの繰替運用の実績をあげております。 

 今後も正確かつ迅速な事務処理に努め、執行機関とともに協力し、理解を求めなが

ら、会計機関としての役割を果たしていきたいと考えております。 

 以上で、出納室の決算及び主要施策の成果について説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 木村博文委員 

木村博文委員  成果と課題の５４ページ、一番最後です。お尋ねします。 

 ＯＣＲによる収納作業を行っているということで、それは分かるんですが、その後

に納付書の仕分に手間がかかっているということで、収納について、このＯＣＲを活

用できるのなら、そっちのほうも機械で仕分ができるような、そんなのはないんです

か。 

 また、それがないということであれば、これからこれを改善するためにどうかして

いこうと。いつまでもそのままじゃいけないと思うんですけど、その課題を改善する

ために何か考えてありますか、お尋ねします。 

 委 員 長  出納室長 

 出納室長  お答えいたします。 

 こちらにつきましては、納付書を並び替える作業でありまして、税目ごととか日に

ちごとに並べる作業でございまして、こちらのほうにつきましては現状、機械では難

しいと思われますが、今後、何かほかに方法がないか検討していきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で出納室を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで休憩をいたします。１３時ちょうどから再開をいたします。 

（１１：４１） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１３：００） 

 委 員 長  企画課の説明を求めます。 

 企画課長 
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 企画課長  それでは、企画課の決算についてご説明をさせていただきます。 

 決算書の６７ページをお願いいたします。 

 ２款１項１９目企画費です。職員、会計年度任用職員等の人件費を除く支出総額は、

１億３,２１６万円余でございます。 

 主なものとして、ふるさと応援寄附金事業、広域的な地域振興、町の活性化、ボラ

ンティア推進、平和推進事業、総合計画推進事業等に関する費用になります。 

 令和２年度の主な経費ですが、ふるさと応援寄附金に関する経費として、返礼品並

びに配送料が８,３０５万円余、インターネットサイトで寄附受付等を行っておりま

すその業務委託料として２,３７６万円余、寄附者へのお礼状や受領証明書の郵送料

が１５０万円余となっております。寄附金額が減少したことから返礼品等の経費も減

少しております。 

 次に、ボランティアセンターに関しまして、社会福祉協議会に運営委託をしており

ますので、委託料として４５５万円余の支出。 

 総合計画の基本理念、食と平和のまちづくりを掲げた看板を朝日と本庁舎に設置を

しましたので、４４万円余の支出となっております。 

 負担金等につきましては、昨年度と同様ですが、甘木鉄道の安全輸送設備等整備事

業として、車両検査やレール、車輪の交換、警報器の取り替えなどの設備整備に係る

筑前町負担分が昨年度の繰り越しを含めて６３０万円余の支出となっております。 

 また、かがし祭を新型コロナウイルス感染対応地方創生臨時交付金事業として実施

したこと、大藤まつり、大国様まつり物産展が中止になったことにより、その分の補

助金が減となっております。 

 ６９ページをお願いいたします。 

 ２款１項２０目平和記念館費でございます。支出総額は４,３１４万円余です。 

 平和記念館の運営に関する経費が主なもので、スタッフの人件費、企画展や講演会、

記念館のＰＲに関するもの、施設管理に関する経費を支出をしております。 

 緊急事態宣言の発出で記念館も一月ほど臨時休館となりましたので、それに伴い、

光熱水費や委託料、使用料やボランティア謝金等が減額となっております。 

 修学旅行等の団体客が複数重なる場合の解説員を確保するため、新たに人材派遣委

託契約を行いましたので、委託料として４２万円余となりました。必要に応じて派遣

をお願いしております。 

 業務用パソコンのリース料として４５万円余の支出をしました。 

 備品につきましては、プロジェクター、高圧洗浄機、キャビネット、気化式冷風機、

インクジェットプリンターなどを購入しております。 

 ７３ページをお願いいたします。 

 ２款１項２３目コミュニティ推進費は、支出総額６４４万円余でございます。 

 少年大使館の施設管理費、コミュニティ活動の推進事業が主なものです。 

 コミュニティ活動推進助成金として、南部地区コミュニティ運営協議会への助成を

行っております。 

 また、みんなで創る郷づくり事業では、子育て支援事業に対し８万円を助成してお

ります。 

 次に、同じページです。 

 ２４目男女共同参画推進費です。支出総額１,４６８万円余でございます。 

 男女共同参画プランに基づく事業の実施、男女共同参画センターリブラの運営管理

が主なものです。 

 リブラ主催講座、就業支援セミナー等の実施に伴う謝金等、また、施設管理費等で

約３３９万円。 
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 ７５ページに続きます。 

 ＤＶ等女性に関する相談業務をＮＰＯ法人に委託しておりますので、委託料４３万

円余の支出。 

 第４次男女共同参画プランの策定委託料として１２９万円余となっております。 

 工事につきましては、リブラの１階にある非常灯２０基をＬＥＤに取り替える工事

を行いました。 

 ７９ページをお願いいたします。 

 ２款１項２９目公共交通活性化対策事業費でございます。支出総額１,８５９万円

余で、主に地域巡回バス運行に関わる費用でございます。 

 運行経費として、法定点検、オイル交換等の修繕費、燃料費や運行委託料等で１,６

２７万円余を支出しております。 

 令和２年度は、地域巡回バスの運行ダイヤ改正に関する経費として、公共交通活性

化対策会議の委員報酬、新たなバス「うぐいす号」のラッピング委託料や時刻表の作

成業務委託、バス停の新設、または撤去に伴う表示盤設置工事費等を合わせて、約２

０４万円となっております。 

 ８１ページをお願いいたします。 

 ８１ページから次の８３ページにかけまして、２款１項３８目新型コロナウイルス

地方創生費です。 

 企画課では、９事業を実施し、合計で２,６３１万円余の支出となっております。 

 コロナ禍で減収となった事業者に対する支援金交付として、観光事業者２社に対し

て４００万円、公共交通事業者２社に対し３８９万円余、貸切バス、タクシー事業者

４社に対し２４５万円を支出しております。 

 大刀洗平和記念館においては、安全な空間を確保するため、検温カメラ、アルコー

ル噴霧器などの購入、また、収蔵品管理システム、デジタルサイネージの導入、Ｗｉ

－Ｆｉ環境の整備等、来館者の密を回避し、安心して来館できるような環境を整備し

ました。 

 地域巡回バスの感染対策としましては、車内のアクリル板や降車ボタンの設置など

で７２万円余、地域の元気を発信するかがし祭の実施経費として４１０万円余、アフ

ターコロナに向けた観光パンフレットの作成に１４３万円となっております。 

 次に、９３ページをお願いいたします。 

 ２款５項統計調査費につきましては、各種統計調査の実施に係る経費として、企画

課分の支出総額１,５０９万円余でございます。 

 ２目工業統計調査費は、事務用消耗品、郵送料等で８万円余を支出しております。 

 ３目国勢調査費、支出総額１,２８９万円余です。 

 令和２年度は国勢調査が実施されましたので、指導員や調査員の報酬、このまま９

５ページに続きますが、マスク、アルコールなどの消耗品、調査に利用する地図作成

業務委託などの経費となります。 

 ４目農林業センサス調査費は、郵送料の２万円余を支出をしております。 

 １３目経済センサス調査費は、翌年度に実施される調査の準備として、消耗品や郵

送料６万円余を支出しました。 

 １５目経済センサス調査区管理費６,０００円余は、管理業務に必要な事務用品等

を購入しております。 

 １３９ページをお願いいたします。 

 ６款１項３目観光振興費は、支出総額１７５万円余でございます。 

 令和２年度は「ＪＡＦ家たびスタンプラリー」に参加、賞品代として２万円余を支

出しました。 
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 １４１ページに続きます。 

 観光イベント等のポスターやチラシ制作にソフトウエアを活用するため、ライセン

ス使用料を支出しております。 

 また、砥上岳駐車場内掲示の設置工事、町内観光サインの点検結果による危険箇所

の補修工事を行い、合わせて１５万円余となっております。 

 備品としましては、道の駅のインフォメーションコーナーにパンフレットスタンド

を設置、６万円余の支出です。 

 負担金等につきましては、大体例年並みの支出です。 

 １５１ページをお願いいたします。 

 ８款１項１目常備消防費につきましては、広域消防の筑前町負担分として４億１,

５８０万円余を支出しております。 

 以上で決算書の説明を終了させていただきます。 

 続きまして、決算審査特別委員会資料ですが、ご説明の前に数値に誤りがありまし

たので、修正をさせていただきます。 

 資料の６１ページ、２項目めの平和記念館ＰＲ事業、具体的措置の入館者数の前年

度比ですが「４５.５％」が正しい数値となります。申し訳ございませんが訂正をお願

いいたします。 

 それでは、資料のご説明をいたします。 

 ５５ページをお願いいたします。 

 令和２年度から第２次筑前町総合計画がスタートしました。まちづくりの理念であ

ります「食に感謝し、平和を願うまち」をＰＲ看板として町内２か所に設置をしてお

ります。 

 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合、県南総合開発促進協議会、筑後川利水対策協議

会等へ参画し、広域的に関係機関、自治体等と連携した要望活動等の取り組みを進め

ています。 

 特に広域消防の在り方につきましては、これまでも議論がされてきているところで

すが、重要性を踏まえ、将来の持続性を見据えて検討していくことが課題と捉えてお

ります。 

 甘木鉄道に関しましては、沿線自治体と連携して、経営の安定化、安全輸送設備整

備のための負担金支出等を行いました。コロナ禍で経営面が懸念されるところです。 

 町内まつり振興事務としましては、３つのイベントに補助をしておりますが、コロ

ナ禍で、かがし祭は縮小、ほかは中止となりました。かがし祭は「町民を元気づけ、

地域のよさを再発見してもらう祭り」と位置づけて開催をしております。 

 次に、５６ページです。 

 公共交通に関しましては、地域巡回バスの運行及び路線バスや鉄道の待合所や駐輪

場等の管理を行っています。令和２年度は、利便性の向上を目指してダイヤ改正に取

り組みました。今後、乗降データなどを分析し、ダイヤ改正による効果の検証を行っ

てまいりたいと思います。 

 移住相談窓口を設置をしております。町の取り組み等を取りまとめ、相談に応じて

おります。令和２年度につきましては、移住に関する７件の問い合せがありました。

町内連携の強化やＰＲ手法の研究が課題です。県のポータルサイトや情報誌への情報

提供、分かりやすい情報発信に取り組んでいきたいと思っております。 

 ふるさと応援寄附金につきましては、令和２年度は１万５,６２１件、１億９,７１

７万円余の寄附が寄せられております。昨年度より減少した要因としましては、総務

省が示す返礼品の基準が厳格になったこと。また、事業者側からの申し出で人気の返

礼品から取り扱えない商品が生じたことによるものと思われます。 
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 新規事業者や返礼品の登録等を充実させ、寄附の推進をしていきたいと考えており

ます。 

 ５７ページにかけまして、観光関係の事務になります。 

 広域的なプロジェクトへの参画、朝倉観光協会や県観光関係団体への加入により幅

広く観光情報の発信等を行っています。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、旅行や外出の自粛、イベ

ントの中止などで事業も縮小となっております。 

 また、登山を楽しんでもらうため、三箇山の九州自然歩道、砥上岳、目配山の登山

道の草刈りや清掃、巡視などを地元に委託して管理をしております。 

 近年の豪雨による被災箇所もありますので、安全な登山道のための維持管理に努め

ていきたいと思っております。 

 ５８ページをお願いします。 

 宿泊税に関しましては、県の交付要綱に基づき、市町村の観光振興施策への支援と

して交付されるものです。 

 令和４年度までの交付予定で、今後の交付額も未定ですので、一旦基金に積み立て

ております。効果的な事業を検討していきたいと思います。 

 ブロードバンド加入促進に関しましては、夜須地区の通信事業について、公設民営

で行っており、通信サービスの充実として、加入促進を行ってまいりました。 

 令和２年度末の加入状況は記載のとおりです。昨年度と比較して２４９件の増加と

なっております。 

 コミュニティセンター運営事業は、南部地区コミュニティの施設管理運営及び自主

運営の講座やイベント等の活動支援を行っております。 

 ５９ページです。 

 ボランティアの推進につきましては、社会福祉協議会に委託し、連携して取り組ん

でおります。コロナ禍で活動の模索がありましたが、人材育成や情報発信などを主に

取り組みました。 

 郷づくり、コミュニティ推進につきましては、地域住民の自主的、自発的な取り組

みに対する支援となっております。郷づくり助成として、子育て支援事業の２年目の

助成を行いました。 

 次に、男女共同参画推進業務です。 

 第３次プランの検証を基に、第４次プラン策定に取り組みました。啓発に関しまし

ては、新型コロナウイルス発生拡大防止のため、講演会やセミナー、出前講座等が中

止となっております。 

 女性に関する相談も年々増加しておりますので、体制強化が課題であると捉えてお

ります。 

 次のページをお願いいたします。 

 関連して、リブラの取り組みです。新型コロナウイルス感染状況等を伺いながら、

講座やセミナーを実施しました。 

 実績は記載のとおりです。年齢や性別に関わりなく、誰もが活躍できるような社会

を目指し、継続して啓発に取り組みます。 

 国勢調査業務です。 

 国勢調査は、町全域に及ぶ大規模な調査ですので、調査員、指導員共に多数ご協力

をいただきました。 

 コロナ禍ということで、インターネット回答、郵送による調査票回収となり、調査

後の審査、修正作業等に多大な労力を要しました。調査員の確保、市町村事務負担が

大きな課題と捉えております。 
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 大刀洗平和記念館に関しましては、次の６１ページにかけまして、事業を行ってい

るところです。 

 令和２年度は、新型コロナウイルスの影響による緊急事態宣言等で約一月の臨時閉

館となりました。感染防止対策に早急に取り組み、安全な環境整備に努めたところで

す。 

 ６１ページです。 

 戦跡として、掩体壕をはじめ周辺戦跡のフィールドワークを行っておりますが、こ

れも新型コロナウイルス感染症対策の影響を受け、中止としております。 

 掩体壕の保存計画の実行が急がれるところですが、財源確保策を検討しているとこ

ろです。 

 平和記念館の常設展示、企画展等のＰＲに関しましては、各メディアの関心も高く、

情報発信に努めております。 

 また、修学旅行生の誘致活動にも積極的に取り組んでいます。令和２年度の入館者

数は４万１,２３５人、うち修学旅行等学校関係が入館者の約４割の１万６,１７４人

でした。 

 最後に、毎年３月２７日に行われております平和の碑の集いにつきましては、式典

を中止し、献花のみとさせていただきました。 

 以上、企画課からの説明を終了させていただきます。 

よろしくお願いします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  大刀洗平和記念館についてお尋ねします。 

 昨年、年間パスポートに取り組んでいただいたんですが、そろそろ期限が１１月で

すかね、来ると思うんですが、今年は継続されるのか、新規の会員さんの募集につい

てはどのように考えているのかをお尋ねします。 

 委 員 長  大刀洗平和記念館館長 

大刀洗平和記

念館館長 

 お答えいたします。 

 本年度コロナの関係で、今のところ３か月と５日間休館を令和３年度、本年度は行

っております。 

 年間パスポートを購入いただいた方の延長をまず考えておりまして、その期間プラ

スアルファは延ばさなくてはいけないというふうに思っていますが、今現在休館中で

ございます。はっきり休館期間が決まったうえで、まず延長期間を決めたいと思って

おります。その後、次の年度のパスポートについても募集を行いたいというふうに思

っております。 

 以上です。 

 委 員 長  寺原委員 

 寺原委員  私も大刀洗平和記念館についてお尋ねをいたします。 

 まず１点目ですけども、戦争資料等の保存・整理について、非常にこれは時間と労

力がかかる作業、仕事なんですけども、そのための人員確保ができているのかなとい

うふうに思います。そのことを１点。そして併せて……。 

取りあえずその１点をお願いします。 

 委 員 長  大刀洗平和記念館館長 

大刀洗平和記

念館館長 

 お答えいたします。 

 現在、学芸員の担当としては、主に２名を配置をいたしております。その状況によ

りましては、ほかのスタッフも手伝いながら様々な資料の調査・研究・保存・整理を

行っているところでございます。 
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 館における特別展示などにそれを生かしているところでございますけども、おっし

ゃるように資料が膨大になってきております。そういった関係もございまして、収納

のデータベース管理システムを令和２年度に導入をいたしまして、１６０万程度の金

額をかけまして、デジタルデータ化を行っております。 

 開始時、昨年度末ですけども、１,４００点ほどのデータベース化の整理を行って

おります。これについても今後、加増してその都度更新していくというふうなやり方

で整理を行っていきたいと思っております。ただし、資料が膨大になっているところ

もございます。そういった関係もございまして、できるだけ大刀洗飛行場に関係のあ

るもの、それから、戦史資料として重要であると思われるものを中心に、収集、寄贈

をお受けしたいというふうに考えております。 

 委 員 長  寺原委員 

 寺原委員  今の館長の答弁にもありましたように、無制限に資料を受け入れると、それの整理・

保存というのは非常に大変なことになります。一定の制限の下にされるということで

したので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 もう１点は掩体壕の整備についてなんですけども、これはなかなか予算確保が難し

かろうと――計画が一定できているというふうなことでありますけども、予算確保が

非常に難しかろうと思います。こういうふうな状況ですので、利益が上がればそちら

に回すとかということもまず無理であろうというふうに思いまして、聞くところでは

クラウドファンディングとか、あるいはふるさと納税の企業版、これ等を利用して、

資金を調達してやったらどうかというふうな提起も議員のほうからあっているとい

うことも聞きましたので、今後の計画とそれからその資金確保の取り組みをどのよう

に考えておられるかお尋ねします。 

 委 員 長  大刀洗平和記念館館長 

大刀洗平和記

念館館長 

 お答えいたします。 

 掩体壕を――あそこの土地そのものの整備といいますか、公園化等にした場合、設

計で大体１億３,０００万程度かかる。それは掩体壕そのものの補強から周辺にトイ

レを設けたり、フィールドワーク、バス等の受け入れをした場合にその程度かかるか

なということで思っております。ただし、それに附帯して前面の道路とかもちょっと

やらないと、バスとかが通らないということで、委員が先ほどおっしゃったように少

し膨大な金額がかかってくる状況でございます。 

 そういった中での財源ということなんですけども、企業版ふるさと納税につきまし

ては、地域再生事業計画を企画課のほうでつくりまして、その一つの中に戦跡の保存

事業という名目で、お問い合せがあった場合は具体的な掩体壕の保存ということにな

るかと思いますけども、そのメニューをあげさせてもらっております。 

 これはクラウドファンディングもそうなんですけども、ある程度事業費を固めて、

どこまで町がやるか、その裏の財源まで確保して、例えばクラウドファンディングと

かでいけば、目標額を５,０００万とか、そういうふうなことを設定して集めるとい

うふうなことになります。これは企業版ふるさと納税も同じような感じなんですけ

ど、ただそういう目的で集めますので、特にクラウドファンディングについては、例

えば著しく集まった額が少ない場合とか、そういうものに対してお返しするという選

択肢もございますけども、基本的にはその残りの分については、町が財源を決めてや

らなくちゃいけないというところがございます。ちょっと寄附と違って、そこら辺が

非常に実施のめどが立っていないと募集がかけにくいというところもあるんですけ

ども、額が大きいこと等もありますけども、財源等については十分検討して、何らか

の答えを出したいというふうに思っております。 

 委 員 長  寺原委員 
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 寺原委員  今、少し具体的なお話が出たと思うんですけども、いずれにしても掩体壕の取得が

平成２８年度ということで、やっぱり年数が大分たってきております。どうするのか

というふうな、私たちもそうですけど、住民からのご意見もありますので、ぜひ知恵

を出しながら少しでも前に進むような形で取り組んでいただきたいと思っています。 

よろしくお願いします。 

 委 員 長  石橋委員 

 石橋委員  私のほうからは、男女共同参画のリブラの件で質問させていただきます。 

 決算書の７６ページに、光熱水費で８３万１,０００円余なんですけれども、前年

度では７５万５,４９８円、プラス８万円増なんですけれども、このコロナ禍の中で、

やっぱりいろんな催物も少なくなったと思うんですよね。そういう中で、光熱水費が

プラスになったのはなぜかということと、もう１つは、資料のほうの６０ページに、

このリブラの名称が平成２４年の４月から変わったということで、将来の課題とし

て、住民の方の意識調査によると、このリブラの認知度が４１.３％ということで、リ

ブラに名称が変わってかなり年数もたっているんですけれども、さらに周知を行って

いく必要があるとありますが、どういうふうにこのリブラの認識度を高めていかれる

のか質問いたします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 光熱水費プラスの理由については、ちょっとすいません詳細は分かりませんけれど

も、リブラは休館にはなりましたけれども、事務所の職員自体は出てきております。

いろいろな準備等も行っておりますし、講座も全て中止になったわけではありませ

ん。災害対応力講座等ではそういったガスとかそういったものを使用しておりますの

で、そういった関係もあるのかなとは思っております。 

 もう１つのリブラの認知度ですけれども、今フェイスブックですとか、そういった

もので、ＳＮＳで発信をしたりはしております。また、講座等、いろいろ皆さんが興

味を持つような講座も企画をして、それで来ていただくとか、そういったことを考え

ております。 

 委 員 長  石橋委員 

 石橋委員  光熱費についてですけれども、リブラの玄関入ってロビーのところが一面ガラス張

りになっているじゃないですか。リブラは特にまた避難所にもなっておりますので、

ロビーのガラスにブラインドとかカーテンとかを設置されれば、また光熱費にも大分

削減はできるのかなとはちょっと個人的には思っておりますので、またそこのところ

をよろしくお願いいたします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  ご意見ありがとうございました。 

検討させていただきたいと思います。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  資料の５６ページでお尋ねします。２段目の公共交通利用促進整備事業ですが、バ

ス停の整備ですね。 

 議会としてもやぶさかながら、掃除のお手伝いを何年か前からさせていただいてお

ります。そういった中で、掲示物を許可するときに、どういったそのあれでされてい

るのか、ものすごく前から何回も言っているんですよ、べたーっとするような強いあ

れは使わないでくださいと、跡が残りますからということを申したと思うんですね、

何回も。それを今でもまだ跡が残るような強いやつで、なおかつ町の掲示物にもあり

ます。だから、もうちょっとそこをきちっと指導、徹底していただきたいと思うんで

すが。 
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 委 員 長  企画課長 

 企画課長  答えをさせていただきます。 

掲示物ですよね。企画課が管理をしている待合所につきましては、掲示物の申請受付

の折に許可した掲示場所のみに掲示すること、掲示物の撤去は掲示した者が責任を持

って行うこと、テープ等はきれいに剥がすことを確認、指導をしておりますが、以前

からのテープ跡とかで汚れている現状はあります。 

 待合所の掲示物については、景観上、利用者の安全上、対策方針を見直す必要があ

ると考えております。一般の方の申請については、この注意事項を確認はしておりま

すけれども、町の例えば生涯学習課とか、そういったところとはちょっと確認をして

おりませんので、今後そこはしていかなくてはいけないと思っております。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  そうですね、これも何回も言って、いつまでたっても直らないので、これを企画課

に言うのはどうかなと思うんですけども、そうやって直らんならもうなんですか、貼

る掲示板といいますか、そんなのの整備自体は企画課じゃないと思いますけど、その

担当部署と協議のうえに、そのようなものを設置してそこに貼るようにしようと。本

来あそこは貼るところじゃないんですね。そのようなものを設置するようにする対策

とか、それを含めて考えてもらいたいと思います。 

お願いします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  ありがとうございます。 

検討していきたいと思います。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員  ３点ほどお伺いしたいと思います。 

 先ほども質問がありました男女共同参画推進の問題です。決算書ページ７６で、資

料の５９ページですね。 

 第４次男女共同参画プランの策定で各課のヒアリングをされているということで

す。策定するためにですね。ヒアリングをしてどういう検証がされたのかが第１点。 

 そして、令和７年度までにどのように評価されていくのかを第１点で質問したいと

思います。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 第４次プランでは第３次プランの検証を通して、各課とのヒアリングを通しまし

て、課題を整理し、重点的な取り組みと具体的な成果指標を設定をしております。 

 具体的な各課の施策については、毎年点検評価を行い、男女共同参画推進審議会及

び男女共同参画推進本部会議へ報告し、現状の共通認識及び各課取り組みの推進を行

っております。 

 評価の方法ですが、達成度を１００％、７５％、５０％、２５％、０％の５段階で

評価をしていただいております。最終年度につきましては、これに加え、各課ヒアリ

ングにより具体的な成果と課題を取りまとめ、総括をしております。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 柳委員 

 柳 委 員  ２点目です。 

 今度は決算書のページ数が１４０で、資料が５７ページ、砥上岳の登山道の委託に

ついてです。これは砥上地区ですね、登山道は多分中津屋神社から登る登山道だろう

と思うんですけれども、その整備は年に１回されているんだろうと思うんですよ。年

に１回だろうと思うんですけれども、草が生えるのは年に１回だけじゃないんで、雑
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草が生えるのは１回だけじゃないと思うし、もう一本道があるんですよね、三箇山の

ほうから登る道がございまして、そっちは自然の家のほうで、子どもたちが参加した

砥上岳登山というのをやっていただいていると思うんですけれども、現在は使用され

てないと思うんです。あっちのほうは多分全然整備されていないと思うんで、そちら

からも例えば登山ができるようなふうに考えていただきたいと思いますのでよろし

くお願いします。 

 その点については、どうぞ。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えします。 

 町では３つの登山道を管理しております。先ほどご説明をしたとおりです。 

 いずれも地理に詳しい地元団体に委託をしております。どの登山道でも大体年間３

回、春、夏、秋ぐらいをめどに草刈りと清掃を行っていただいております。町が管理

しているのは登山道マップというマップがあるんですけれども、そちらに載っている

登山道の管理をしております。委員がおっしゃられた、もう１つの登山道については、

何もしていないような状況です。そちらについては、必要があればやっていかなくて

はいけないのかなと思っております。その辺はちょっと検証をさせていただきたいと

思っております。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員  最後です。 

資料のページの５６ページですけれども、移住相談窓口の設置についてです。町の

魅力のＰＲを情報発信を行っていくというふうにやっていますけれども、これはみな

みの里なんかで情報発信されているのかどうかちょっと。道の駅に来られる方はやっ

ぱり地区外の人、町外の人が多いと思うんです。そうすると移住というのも、この町

に移住してみようというふうなことを考えている方もいらっしゃると思うんですよ

ね。そうすると道の駅でＰＲかご案内かされると非常に効果的ではないかと思ってい

るんですけれども、どういうお考えでしょうか。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 移住に関する情報と言いましょうか、パンフレットというものを今年度、令和３年

度に作成をする予定になっております。今、特にその移住に関するような、紹介する

ようなものが何もありませんので、そういったものを作って、道の駅にももちろん配

架をしたいと思いますし、それを基にいろいろな情報発信をしていきたいと思ってお

ります。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  資料の５７ページでお尋ねいたします。 

一番上の広域観光の部分ですが、広域観光事業負担金に８４万８,０００円を出資

しております。ちょっと具体的にどのような内容かを予算のときに聞くべきだったか

もしれませんけども、あまり小さくは分からないものですから、成果に情報発信とか

広域的観光関連事業の展開と成果のほうにありますけども、具体的にどのような団体

にこれを出資して、どのような事業を展開してあるか、この辺りをお尋ねします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 広域観光事業負担金８４万８,０００円の事業ですけれども、朝倉観光協会が実施

する広域観光事業に、朝倉市、筑前町、東峰村が参画をして３つの取り組みをしてお

ります。１つ目が「あさくらサイクリングタウンプロジェクト」で、こちらについて

は、令和２年度につきまして、スタンプラリーやキッズレースを行っております。 
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 ２番目に「筑前朝倉蒸し雑煮プロジェクト」、ご存じかと思いますけれども、朝倉地

域に伝わる郷土料理としてブランド化を目指しております。 

 ３つ目です。「エディブルフラワープロジェクト」、食べられる花です。朝倉市の被

災地で栽培をされておりましたコスモスが食用となるということからドレッシング

作り、販売を行っております。 

 この３つのプロジェクトを行っております。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  分かりました。 

 この広域的な観光事業については、どうしても何か朝倉市を中心にというような見

え方があるんですよ、その取り組みにですね。 

 もちろん筑前町もされてないじゃないんですよ、そういう言い方じゃないんですけ

れども、例えば道の駅でパンフレットなんかを置いてということがありますけど、じ

ゃあ朝倉市、東峰村の情報誌をうちの道の駅のみなみの里で、どれだけ入手できるか

というと、もう本当に微々たるものなんですね。私もあちこち行ってきましたけど、

本当に広域圏で連携して、あっちこっちの紹介を置いてあるんです。 

 この２段目の観光情報発信事務というところで、道の駅筑前みなみの里の情報発信

向上に努めたということでありますけども、大きな看板、この広くうちの町のですね、

それプラスその近辺までもというようなのがないんですね、道の駅に。そんなとこは

ないですよね、うん、ないんです。もともとの直売所にはあります。昔建てた看板と

いうのが。でも、休みのときは閉まるんです、手前で。本来なら道の駅の前にそうい

うのを立てるべきだと思います。そして、広域でその付近の情報まで入れることによ

って、ただ単に筑前町のそこを目指して観光客の人が訪れるのじゃなくて、広域圏で

取り組むということであれば、筑前町まで来たら、ちょっと足を延ばしたらあそこも

ある、あそこもあそこも、じゃあ行こうかというふうにつながるんですね。だからそ

ういう展開をしてもらいたいんですよ広域圏で。それをどう考えてあるかをお尋ねし

ます。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  そうですね。朝倉市、東峰村も含めて、広域的な観光情報のパンフレット等は作っ

ておりますので、そういったものを道の駅とかに置かせていただいております。 

 ただその大きな看板とか、そういったものについては、今のところ特に検討はして

おりません。 

 ただ観光客の周遊というか、広域的なそういった周遊等の効果とかというものはそ

れで認められるかもしれませんので、機会があればそういったことの提案とかもして

いければいいかなと思っております。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  ぜひ検討してください。若い方はスマホでぽっぽっぽっと情報を出して見ているん

ですけど、結構ご年配の方とか多いですよね。あの前に立って、こうやって見ながら

ですね。私も見ます、どっちかというとそっちのほうがいいので。ぜひ検討してもら

いたいと思います。 

 それから、資料の５７ページと５８ページに、筑前町情報化推進計画策定業務、こ

れは２年度からだと思います。以前からあった５８ページの真ん中のブロードバンド

加入促進事業、これが今議会中に執行部からの情報提供も何か右往左往して、どうな

るのかなというところがありますので、お答えできるかどうか分かりませんけど、来

年度以降も――これは何か一緒の事業のようですけど、この２本立てで取り組んでい

かれるのかお尋ねします。 

 委 員 長  企画課長 
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 企画課長  企画課では、地域情報化というものになっております。これまでブロードバンドの

普及を主に取り組んできたところですが、通信技術の発展に遅れることなく、情報イ

ンフラの維持ができるように運営事業者と連携をしているところです。これが現況で

す。 

 情報化推進計画につきましては、今、国のほうが推進しております自治体ＤＸ推進

計画との関連もございます。こちらは財政課の主管になっております。総合的に進め

ることが効果的であると思っております。専門性の高い分野でもありますので、町が

計画を策定することに関する具体化につきましては、関係部署と今後協議していく必

要があると思っております。 

 委 員 長  ほかに質疑は。 

 木村博文委員 

木村博文委員  資料の５９ページ、上から２段目のみんなで創る郷づくり事業についてお尋ねしま

す。 

 これは取り組み自体にいろんな制限がなくていろんなことに活用されるというこ

とで、町民の元気をやる気を出せるようないい事業だと思っております。 

 がしかし、年々何か減っていく傾向があるんじゃないかなと見ています。今、実際

に交付を受けてあるところも今年で多分終わりなんですね。それで新しい事業の申し

込みが、いつが締切りか分かりませんけれども、あっているものか、また、これはも

しかしたら補助金を活用するのにハードルが高過ぎるんじゃないかなと。この申請手

続については、見直しをしていくと課題の中に書いてありますけど、これ自体ハード

ルが高くて、みんなが使いにくい部分があるのではと思うんですが、その辺りどう考

えているかお尋ねします。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 みんなで創る郷づくり事業です。この制度は、地域の特性を生かしたまちづくり活

動や地域の活性化、コミュニティの推進など自主的、自発的に取り組む町内の各行政

区や団体に対して助成金を交付し、支援をするものです。 

 委員ご質問のとおり子育て支援事業への交付は令和３年度で終了をいたします。令

和２年度に申請があり、審査会で採択された事業が１件ありましたが、本年度、申請

団体の事情により取り下げになっております。現在新規の申請は出されておりませ

ん。 

 手続きとして、申請が出されて、審査、決定した事業について、翌年度に予算化さ

れますので、前もっての申請が必要となり、計画してすぐに実行できないところなど

が手続き上の支障となっていることも考えられるところです。こちらについては、見

直しを検討する予定です。区長会等でもご紹介をさせていただいております。ただ、

やはり自主的、自発的に取り組む、地域の課題を解決するような事業というものをそ

のコミュニティの中で取りまとめるというか、そういったものに対する難しさがある

のかなという気はいたします。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  これは予算があるから使わなきゃもったいないという考え方じゃなくて、やはり、

やろうって思っている人が本当に負担がかからなく、地域がやりたいなと思うことを

できるようなやり方、取り組み方、それをぜひ、ただ紹介するだけじゃなくて、こう

いうやり方をしたらこんな展開ができますみたいな、負担がかからなく、何かそこも

含めて考えていただきたいと思います。 

 この助成金についてはもう１点、５９ページその下の段です。自治総合センター助

成金がありますけど、公民館建てるときとか助成をいろいろ受けてあるわけですが、
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この助成金を活用した事業というのは、今、本町ではどれぐらいありますか。 

 委 員 長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 申し訳ありません、ちょっと手元に資料がありませんので、今までの実績が何件ぐ

らいあったかというのはちょっとお答えすることができません。 

 今現在、新規での申請はあっておりません。 

 以上です。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  これは多分課長もご存じだと思いますけど、１年間に全国ですごい数の、多分１,

０００か所を超えるとかじゃないですか。間違っていたらすいませんけど、いろんな

区分があって、いろんなのに活用できて、ただコミュニティセンター建築とかの大き

なお金だけじゃなくて、本当にお祭りの何かちっちゃいお金とか、そんなのも活用さ

れてあります。その辺りを十分研究していただいて、町民の皆さんに提案する、お知

らせする、周知するという作業も大事なものだと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 それと、続けていいですか、委員長。 

 委 員 長  はい。 

木村博文委員  大刀洗平和記念館についてですが、資料の６０ページです。 

 ここに明確には書いてありませんけど、一番下に記念館の映画ですね。あの中での

シアター。あれは以前、作り変えると言われて、いまだかつて多分できてないんじゃ

ないかなと思うんですけど、岩下課長のもう一つ前の年、小林課長が多分ご勇退され

る年だったと思います。１回あがっておいて執行されませんでしたけど、それはどう

されるんですか。このままずっと行かれるつもりですか。 

 委 員 長  大刀洗平和記念館館長 

大刀洗平和記

念館館長 

 お答えいたします。 

 映像コンテンツですね。今、シアターが１つありますけども、これをブラッシュア

ップして作り直すのか、セカンドコンテンツとして新しいものを考えるのか、いくつ

か違うテーマで取り組むとかあるかなというふうに思っております。 

 ただ、やはり今会館以来十数年たちまして、ずっと１つだけの映像を流し続けると

いうのは、いつかはちょっと無理があるというふうに思っております。 

 しかしながら、十数年前にこの映像を作ったときに当時の金額で２,６００万程度

かけてあの映像を作っております。同じところに仮に委託、映像をお願いしたら、や

はり当時の１.５倍程度はかかるんじゃないかというふうに思っています。なかなか

経営もとんとんでやっている状況、今のコロナ禍で赤字の状況の中で、そういった映

像の費用を極力抑えた形で、ＶＲとかＡＲもそうなんですけども、そういった映像の

コンテンツを何か製作できないかということで、別な業者と今協議を行っております

ので、そういったものがどういうものができるのか、また、その金額がどの程度にな

るかというのを少し詰めた形で、また新しい映像について考えていきたいというふう

に思っております。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  今、言われたように大きな金額がかかることも分かっています。しかし、予算だけ

を議論したらもう何もかもできないんです。だから十分大事なことだとは思いますけ

れども、ぜひですね。資料の６１ページ、大刀洗平和記念館広報ＰＲ事業というとが

あります。それで、そういう映像を作れば、全部を流すというわけにもいきませんけ

ど、ホームページ上でリンクを貼りつけて、ある程度のものを見られるとか、そうい

う展開もできるんですよ。 
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 宇佐市平和ミュージアムですか、まだ正式には名前は決まっていませんけど、来年

ぐらいに、早ければオープンじゃないかなと思ってですね、大体去年の予定だったん

ですけど、２年延びたということで、来年着工される予定みたいです。ホームページ

を見たらですね、多分見られたことはあるでしょう、担当してあるなら。いかにもも

うできた後のような立派なホームページを作ってあって、その中で、ストリートビュ

ーとか、ＶＲとかを使って戦跡を見られるんですよ。だから、今だからこそ、このコ

ロナ禍だからこそできること、それをこのＰＲにつなげていただきたい。通常営業の

ときよりは、時間的には余裕があられるかどうか分かりませんけど、通常営業のとき

より余裕があるということであれば、ちょっとそっちのほうに目を向けていただい

て、そういうふうなＰＲの手法ですね。今ホームページで３６０度の館内は見られま

すけど、戦跡は見られないわけですね。だからそういうところをぜひやってもらいた

いと思うんですが、その辺りをどう考えているのかお尋ねします。 

 委 員 長  大刀洗平和記念館館長 

 館長、今後の課題として簡潔にお願いします。 

大刀洗平和記

念館館長 

 今おっしゃったことを十分検討させていただきたいと思います。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員  先ほどの木村委員の質問に関連してですけれども、お願いがあるんですけれども、

私も宇佐のほうに行ってきたんですけれども、あそこではアメリカ軍が空爆している

フィルムがあるわけですよね。多分大刀洗飛行場も空爆しているフィルムがアメリカ

にはあると思うんですよね。そういう資料を――ものすごくあれを見て僕は感動しま

した。うちにもぜひ、大刀洗ですね、すごい人がお亡くなりになっていますし、あん

な九州一、日本一の飛行場だったんです。多分、多大なフィルムがあると思うんで、

そういうのもお集めになって、これからの映像として、ご披露していただければと思

っておりますので、その点もよろしくお願いいたします。 

 回答はよろしいです。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で企画課を終わります。 

 委 員 長  続きまして、財政課の説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  財政課の決算についてご説明いたします。 

 決算書の５５ページをお願いします。 

 ２款１項１目一般管理費です。財政課の所管につきましては、１０節需用費の消耗

品費のうち１,０１２万７,０００円余でございます。 

 学校を含めた庁舎全部署のコピー用紙、事務用品などで、財政課で一括で購入して

いるものです。前年度より６２万９,０００円余の増です。 

 次に、５９ページをお願いします。 

 ３目財政管理費です。主なものは１２節委託料の財務書類４表作成支援業務委託４

２９万円です。前年度とほぼ同額です。 

 ６１ページをお願いします。 

 ５目財産管理費です。支出済額１億５,１３５万円余です。前年度より１,１５８万

２,０００円余の増です。 

 増額の主な要因は、１２節委託料において筑前町公共施設長寿命化計画策定業務委

託料の増によるものです。 
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 ６３ページをお願いします。 

 ６目財政調整基金費から６５ページ、１７目そったく基金費までと、ページが飛び

ますが、８１ページ中ほどの３７目観光振興基金費、さらに飛びまして、８５ページ

の３９目新型コロナウイルス感染症対策基金費までが基金積立金でございます。 

 申し訳ありません、６３ページに戻っていただきまして、元金積み立ての大きなも

のを説明いたします。 

 ６目財政調整基金費に前年度決算剰余金の２分の１の積立金１億２,６８０万８,

０００円余、６５ページの１３目多目的運動広場整備等基金費に、国有提供施設所在

市町村助成交付金１,６９２万５,０００円、１５目ふるさと応援基金費にふるさと応

援寄附金から経費を差し引いた額８,８３６万４,０００円余の積み立てを行ってお

ります。 

 ７１ページをお願いします。 

 ２１目行政情報処理費です。支出済額９,２００万１,０００円余です。前年度より

１,７７４万６,０００円余の減です。 

 支出の主なものは、電算システムの更新と保守の委託料及び使用料ですが、減額の

主な要因は、元年度実施のネットワーク機器更新委託料の減によるものです。 

 ８１ページをお願いします。 

 ３８目新型コロナウイルス地方創生費です。財政課所管分の支出済額は７,００９

万５,０００円余です。 

 コロナ対策としての支出の主なものは、８３ページの１２節委託料において、本庁

舎、出先機関の無線ＬＡＮ整備として、オンライン会議システム整備委託料２３９万

２,０００円余、トイレ施設の洋式化として、公共施設トイレ改修工事設計・施工監理

委託料３４３万３,０００円余、１４節工事請負費において、本庁、支所ほかトイレ手

洗い自動水洗化工事５３９万２,０００円余、１７節備品購入費において、カウンタ

ー改修２,５６４万６,０００円余、ノートパソコン２,２８１万３,０００円余、１８

節負担金補助及び交付金において、マイクロバス運行事業安定化支援金２００万円と

なっております。 

 なお、トイレ改修工事につきましては、令和３年度に繰越事業としておりましたが、

工事自体は７月に完了しております。 

 １３５ページをお願いします。 

 ５款１項３目農業振興費、１８節負担金補助及び交付金の下水道事業会計繰出負担

金です。下水道事業会計繰出金のうち、農業集落排水事業分となります。 

 支出済額１億９１８万７,０００円、前年度より１,４７３万４,０００円の減です。 

 １４７ページをお願いします。 

 ７款４項１目都市計画総務費、１８節負担金補助及び交付金の下水道事業会計繰出

負担金です。下水道事業会計繰出金のうち、公共下水道事業分となります。 

 支出済額７億３,２７７万３,０００円、前年度より１,９９３万９,０００円の増で

す。 

 ２０５ページをお願いします。 

 １１款公債費です。１３億９,７３４万８,０００円余の元利償還を行っておりま

す。前年度より１,７０１万８,０００円余の増です。 

 １３款予備費です。１,２４５万２,０００円を充用しています。 

 主なものは、２款１項５目財産管理費の松延地区排水調査業務委託料への２２０万

円、８款１項３目消防施設の第五分団格納庫雨漏り補修工事への１２７万６,０００

円、９款１項２目教育総務費の第三者委員会設置に係る費用への１６０万円、９款３

項１目中牟田小学校費の校舎外壁補修工事への１９９万円、９款６項１目夜須中学校
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費の昇降機ほか修繕料への２０５万７,０００円でございます。 

 ２０７ページをお願いします。 

 実質収支に関する調書でございます。 

 歳入歳出差引額３億３,７５１万６,０００円、翌年度へ繰り越すべき財源４,９２

７万２,０００円、実質収支額２億８,８２４万４,０００円でございます。 

 ２７６ページをお願いします。 

 財産に関する調書です。増減があったものについて説明いたします。 

 まず、土地の公共用財産ですが、道路施設の４,２５５.３平米の増は、住宅地開発

に伴い整備された道路用地の寄附が主なものです。 

 河川施設の７９.２平米の減は、用悪水路等の売り払いが主なものです。都市計画

施設３８８平米の増は、住宅地開発に伴い整備された公園の寄附によるものです。そ

の他の公共用財産の９,２９７.４８平米の増は、久光パークゴルフ場の整備に伴い、

その２行下に記載があります普通財産の雑種地４,５９５.４８平米と５行下の山林

４,６３１平米を種目替えによって減となり、その分がその他公共用地財産の増とな

ったことによるものです。 

 次に、普通財産の宅地４７平米の増は、用途廃止に伴う地目修正による増が主なも

のです。 

 ２７７ページ、建物の非木造の中ほどですが、都市計画施設５.６８平米の増は、多

目的運動公園、パークゴルフ場のトイレ増設によるものです。 

 ２７８ページをお願いします。 

 有価証券と出資による権利は、前年度から変更はありません。物品の普通車１台の

増は、建設課の草刈り機運搬用の小型トラックを購入したものです。 

 ２８０ページをお願いします。 

 基金でございます。 

 基金には、出納整理期間がないという考え方でありますので、決算年度末現在高と

５月末の出納閉鎖日現在高を記載していますが、予算執行は出納閉鎖日までとなりま

すので、出納閉鎖日現在高が令和２年度の現在高となります。 

 一般会計の増減分については、決算の概要で説明しましたので省略させていただき

ます。 

 続きまして、主要施策の成果と課題の説明をいたします。 

 決算審査特別委員会資料の６２ページをお願いします。 

 主なものを説明いたします。 

 まず、財政係につきましては、予算の編成、執行に関すること、地方債に関するこ

と、地方交付税に関すること、財政計画に関すること等が主な業務でございます。 

 地方債管理事務につきましては、町債の発行額を元金償還額の９割以下に抑え、公

債費を抑制することで、起債残高及び実質公債費比率の縮減を図っているところで

す。起債残高は確実に縮減しており、令和２年度の実質公債費比率は１１.１％まで

減少しています。 

 財政計画策定事務につきましては、３０年２月策定の中期財政計画における検証を

行うとともに、計画期間内の収支見直しを行いました。 

 今後も財政計画を基に事業の必要性などを見極め、事業を進めていくことが重要で

あるとしています。 

 ６３ページをお願いします。 

 表の一番下の基金管理事務につきましては、２年度末で４５億１４９万円の残高

で、前年度比５.９％の減少です。財政計画に基づいた基金活用を継続していきます。 

 次に、６４ページから管財係ですが、管財係は、本庁舎・コスモスプラザの維持管
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理業務、入札契約業務、電算システム運用管理業務が主な業務であります。 

 本庁舎・コスモスプラザの維持管理業務におきましては、附帯設備の老朽化により

修繕が必要な箇所が増加しております。常駐の施設管理委託による点検及び修繕によ

り経費削減を図っているところです。 

 マイクロバス運行委託事務につきましては、町行政の事務事業のための利用や公共

的活動を行う各種団体の支援を目的にマイクロバス業務を民間事業者に委託してい

るものです。２年度は新型コロナの影響で運行回数が減少したものの、毎年度、一定

のニーズがあり、今後も安全に運行事業を継続する必要があります。 

 庁舎の省エネルギー対策事業ですが、コスモスプラザのＬＥＤ照明化に取り組んだ

ところです。また、他の公共施設においても、各小・中学校、めくばーるにおいてＬ

ＥＤ化の取り組みが行われております。 

 ６５ページをお願いします。 

 公共施設マネジメント事業は、公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画の策

定を行いました。今後、公共施設の適正な整備、更新、長寿命化を計画的に行う必要

があります。 

 庁内ネットワーク設備運用事業では、本庁舎及び出先機関の無線ＬＡＮの構築を行

い、インターネット利用環境の整備を図りました。 

 最後に、ブロードバンド設備保守管理事業では、高度化等に向けた更新計画を検討

していく必要があります。 

 以上で、財政課の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  資料の６４ページです。 

 管財係の下から４番目です。町有建物火災保険事務で、夜須地区の町営住宅を除く

全ての町有建物に火災保険をかたっていると書いてあるんですけど、それは夜須地区

の町営住宅はどうして入っていないんですか。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  お答えいたします。 

 夜須地区の町営住宅につきましては、町営住宅に専用にあります保険のほう、そち

らのほうに加入してあります。 

 以上でございます。 

 町営住宅用の専門の保険がありまして、そちらのほうに夜須地区の町営住宅は加入

をしているということです。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  町営住宅専門の保険と普通の火災保険と金額的にはどう違うのですか。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  町営住宅の保険の管理につきましては、主管課が都市計画課になっております。詳

細の保険料の差というのは、財政課のほうではちょっと把握ができておりません。申

し訳ございません。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員  資料のほうはないようですので、決算書のほうでお伺いしたいんですけど、６２ペ

ージ、委託料のところの一番下なんですけど、松延地区排水調査業務委託料というこ

とは１５０万ぐらいあがっているんですけれども、どんな調査をされて、どういう結

果だったのかを教えてください。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  松延町営住宅跡地につきまして、開発に伴って雨水、排水の調査を行ったところで
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す。その結果により、現在、建設課と下水道課のほうが水路の工事を行う予定にして

おります。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  資料の６４ページの庁用車の車検及び修理事務についてお尋ねします。 

 以前もお尋ねしたことあるんですけど、まだ町内を走る庁用車があっちこっちぶつ

けてそのまんま乗ってあるとか見かけるわけですが、２年度でどれぐらいのそういう

ふうなぶつけたり、相手があって大きな事故についてはその都度報告がありますけ

ど、その修理がどれぐらいされてあるかお尋ねいたします。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  財政課のほうで把握しております令和２年度の修理件数は４件ということになっ

ております。この数値は、財政課のほうに報告がなされまして、修理代等の保険請求

を行った件数ということになっております。近年では件数としては、減少していると

ころでございます。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  もう１点お尋ねいたします。 

 資料の６５ページの電算システム運用管理業務ですが、これは今日も同席してあり

ますけども、電算係ですね、本当によく勉強されてあって、ＩＣＴ等について本当に

詳しくよく勉強されてあると思います。しかし、これからＩＣＴ分野というのは、町

の予算の占める範囲の中でもものすごく大きくなっていくと思います。そして、国、

または県のその部門もどんどんいろんな技術が増えて、大きくなっていって、そこと

つながないかんということで、地方自治体に求められるものも多くなっていくと思い

ます。 

 そういった中で、やはり専門官でも――今の職員の方が悪いというわけじゃないで

すよ、本当に頑張ってあるんですよ、詳しいですよ。しかし、専門官でも置いて、そ

れの対応にこれからあたっていくべきではないかなと思うんですが、どう考えており

ますか。 

 委 員 長  財政課長 

 財政課長  主要施策の将来の課題のところにも記載しておりますが、電算業務については、そ

の内容が複雑かつ専門的であります。今後、行政サービスについては、デジタル技術

やＡＩの活用によって業務の効率化、それから、さらにサービスの向上につなげてい

くことが求められていくと思われます。 

 そのため、職員については、研修会に参加するなど、自己啓発、それから人材育成

を図っているところですけれども、これからますます高度化して、専門性を増してい

くデジタル化に対応するためには、十分な知識、能力、スキルや経験を持った人材の

活用が必要になってくると考えます。 

 課題としましては、そういった人材の確保が容易ではないというところにありま

す。県のほうでもそういった人材に対する支援策を予定しているようですので、今後、

国、県との支援策等の情報収集を図って、デジタル人材の活用を検討していきたいと

思います。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  決算書の２８０と２８１ページ、基金についてお尋ねします。財政調整基金なんで

すけれども、２８０と２８１。 

 目標としていた２０億が今回達成したと思うんですが、今後、基金に積み立てない

ようにして、町民の方に還元していただきたいと思うんですが、そういう考えがある

かお尋ねします。 

 委 員 長  財政課長 
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 財政課長  財政調整基金の残高につきましては、令和２年度末で委員おっしゃいましたとおり

２０億５,６７９万３,０００円です。 

 財政計画において、財政調整基金の確保につきましては、経済情勢の変動による減

収や災害などの不測の事態の支出に対応するためのものであり、持続的な経済運営を

実現するうえで、一定額の確保が必要としております。そのため、財政計画の中での

目標額を標準財政規模の２０％以上、約２０億というふうに定めておるところです。 

 今後につきましては、適正な財政計画を再度見直しまして、基金の活用について適

正な活用を目指していきたいと思います。 

 委 員 長  ほかに質疑はございますか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で財政課を終わります。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで休憩をいたします。１４時４０分から再開します。 

（１４：２６） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１４：４０） 

 委 員 長  税務課の説明を求めます。 

 税務課長 

 税務課長  それでは、税務課の決算についてご説明させていただきます。 

 決算書の８５ページをお願いいたします。 

 税務課につきましては、２款２項１目税務総務費から３目納税推進費まででござい

ます。 

 ２款２項１目税務総務費です。 

支出総額が７,７１７万４,０００円余でございます。 

 主な支出内容につきましては、職員の人件費等、義務的な経費と過誤納金の還付金

です。過誤納還付金につきましては、法人町民税の予定納税、各税の税額の更正等が

主なものでございます。 

 次に、８７ページをお願いいたします。 

 ２目賦課徴収費です。支出総額が５,１７７万４,０００円余でございます。 

 主な支出内容につきましては、会計年度任用職員の報酬、納付書等の印刷製本費、

納税通知書等を送付するための通信運搬費、職員の育児休業に係る代替職員や確定申

告の時期などの人材派遣委託料、評価替作業業務の委託料等です。前年度より４２２

万４,０００円余の増額になっております。 

 主な増額の要因としましては、職員２人の育児休業に伴う代替として、それぞれ人

材派遣職員で対応するなど、人材派遣委託料５８０万８,０００円余の増額によるも

のでございます。 

 次に、３目納税推進費です。 

支出総額７９６万９,０００円余、主な支出内容は、会計年度任用職員３人分の報

酬や督促状など発送の費用で、前年度より２２２万１,０００円余の減額となってお

ります。 

 主な減額の要因としましては、前年度、職員の育児休業に伴う代替として臨時職員

を１人任用しておりましたので、賃金１６１万９,０００円余の減額によるものでご

ざいます。 

 以上で、決算書の説明を終わります。 
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 次に、令和２年度決算に係る主要施策の成果及び将来の課題についてご説明いたし

ます。 

 決算審査特別委員会資料の６７ページをお願いいたします。 

資料の順に、係ごとにご説明いたします。 

 まず、固定資産税係からです。 

 固定資産の評価につきましては、評価替えを３年ごとに実施しますが、評価替えの

年を初年度として、そこから３年間をかけて、３年サイクルで評価替えの準備を行っ

ています。令和２年度は、第３年度にあたり、土地の評価更新業務、航空写真撮影を

行っております。今後も研修等への参加を通して職員の知識の向上を図り、適正な評

価を実施していきます。 

 ６８ページ、町民税係です。 

 町民税賦課事務につきましては、国税データとの連携システムや税務ＬＡＮシステ

ムを活用し、紙媒体で受け取っていた申告情報をデータで受け取るなど、賦課の業務

の効率化を図り適正な課税を行っております。また、税法の改正等により、課税内容

が複雑になってきており、住民への分かりやすい説明が求められています。引き続き

研修などへの参加を通して、職員個々のレベルアップを図ってまいります。 

 続きまして、１項目飛んで軽自動車税の賦課及び納税通知書発送業務です。 

 軽自動車税の納税通知書兼納付書につきましては、圧着はがきを利用しておりま

す。この圧着はがきについて、破れる、開きにくいなどの問題がありました。令和３

年度の納税通知書発送時には、改善し発送しております。 

 ６９ページ、収納管理係です。 

 町税収納業務につきましては、納税相談、分割納付の誓約、督促状の発送、財産調

査、滞納処分等を実施し、納税意識及び収納率の向上を図っております。引き続き滞

納者の生活状況や財産情報を的確に把握し、適切に対応していきたいと考えておりま

す。 

 ７０ページをお願いいたします。 

 一般会計における、町税の収納状況の一覧を示しております。 

 まず、今回より収納額の計上方法を変更しております。前回までは収納額に収入済

額を計上していましたが、収納済額には還付未済額が含まれていますので、今回より

収入済額から還付未済額を差し引いた額を収納額に計上しております。また、後のペ

ージでご説明いたします国民健康保険税の収納状況の収納額も、同じ計上方法に変更

しております。 

 それでは、一般会計における町税の収納状況です。 

 町税の収納率につきましては、現年度分の３税合計で９９.０％、前年度比０.０

２％増となっております。また、滞納繰越分につきましては、３税合計で１７.９２％、

前年度比０.５２％の増となっております。 

 ７１ページをお願いいたします。 

 滞納処分等と不納欠損の一覧を示しております。 

 滞納処分につきましては、実効性や即効性が高い国税の還付金や預貯金、給与の差

し押えを強化しております。不納欠損につきましては、６５５万９,０００円余を欠

損処理しております。前年度比１,１３９万６,０００円余の減となっております。 

 ７２ページをお願いいたします。 

 国民健康保険税の収納状況の一覧を示しております。 

 収納率につきましては、現年度分が９６.５１％、前年度比０.０７％増となってお

ります。また、滞納繰越分につきましては、１４.４０％、前年度比０.６１％増とな

っております。不納欠損につきましては、１,０１２万１,０００円余を欠損処理して
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おります。前年度比６５５万９,０００円余の減となっております。 

 ７３ページをお願いいたします。 

 不納欠損の事由別明細の一覧表です。 

 不納欠損につきましては、①の執行停止後３年を経過したものは８０６件、③の執

行停止期間中に消滅時効を迎えたものは２６７件、④の時効の完成が２３３件となっ

ております。不納欠損につきましては、極力時効にかからないよう最大の努力をして

いるところです。 

 今後も滞納者の財産、生活状況の的確な把握、滞納処分等を駆使しながら、さらに

収納率の向上を目指してまいりたいと考えております。 

 以上で税務課の説明を終わらせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  資料の６７、６８ページです。 

 成果のところで、適正な課税、適正な賦課という言葉が出てきて混じっていますけ

ど、行政用語としてどちらが正しいのでしょうか。 

 委 員 長  税務課長 

 税務課長  お答えいたします。 

 適正な賦課というのが普通だと思っております。先ほど河内委員にご指摘いただい

たのは、多分、６７ページの下の固定資産税のところで、適正な課税に努めたという

ところでご指摘をいただいたのかと思っておりますが。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  ６８ページ、２段目もです。課税。 

 税務課長  統一させていただきたいと考えております。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  資料の６９ページでお尋ねいたします。 

 町税収納業務でありますが、本町においては町税の収納率も、いい収納率でありま

すが、クレジットカードとかＰａｙＰａｙとかＬｉｎｅＰａｙとかいろいろあります

ね。あんなの使われる自治体もありますよね。それについては、ポイントがついたり

ということで、なおかつ、納めるほうも、それだけ労力が少なくて済むとか利点があ

るんですけど。それともう１点、コンビニでも納めるところがあるということで、そ

の辺りを活用される予定はないですか。 

 委 員 長  税務課長 

 税務課長  お答えいたします。 

 総務省の「地方税における収納、徴収に関する取り組みについて」によると、収納

手段の多様化が進んでおり、口座振替、コンビニ収納、スマートフォン決済アプリ、

クレジットカード納付導入など着実に増加されています。その中でも、スマートフォ

ン決済アプリによる納付については急激な増加が見られます。 

 令和３年度税制改正において、地方税共通納税システムの対象税目が拡大され、対

象税目に固定資産税と軽自動車税種別割を追加し、令和５年度課税分から、ｅＬＴＡ

Ｘ、地方税のオンライン手続きのためのシステムを通じて電子納税が可能とされてい

ます。 

 また、総務省では令和５年度課税分から、地方税のＱＲコードの活用開始に向けて

取り組みが進められています。 

 具体的には地方税の納付書等にＱＲコードを印刷し、地方税共通システムでの納

付、金融機関窓口での納付、スマホ操作による納税の使用場面を想定されています。
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ＱＲコードの活用やコンビニ収納など、納税しやすい環境を整備することは、納税者

の利便性向上が期待されると思います。 

 また、令和元年度決算審査特別委員会でのご質問で回答させていただいております

ように、コンビニ収納の導入費用に２,６００万円という見積額が出ております。令

和５年度課税分からのＱＲコードつき納付書の導入もあります。コンビニ収納等も含

めて、町税の納付方法について、納税者の利便性の向上の面、徴収率の向上の面、導

入費用やランニングコストを含めた費用の面など、総合的に検討したいと考えており

ます。 

 以上です。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  一般質問の答弁のように、詳しくありがとうございました。ぜひ、期待して待って

おきます、令和５年ですね、分かりました。 

 もう１点だけお尋ねします。資料７１ページです。 

 不納欠損、これは、やはり毎年毎年出てくるわけですが、そのときその年でいろん

な条件を基に上下しているわけですね。本当に減らさなければいけない部分で、国税

ＯＢの方にも相談しながら一生懸命しているところは分かりますが、不納欠損で、町

県民税の件数が、２７年度からいきますと２７件、２７件、３０件、３３件と、３０

年度まで３０件前後きていたんですね。それが、令和元年度からいきなり２５９件に

なって令和２年度は１６４件と、金額にしたらその時々の条件でものすごく大きく前

後していますけど、この件数が、ここ２年でものすごく増えている、この傾向がこれ

からも続くのか、その傾向を解決するために何らかの取り組みをしているか、それを

お尋ねします。 

 委 員 長  税務課長 

 税務課長  お答えいたします。 

 不納欠損の件数につきましては、令和元年度から件数の出し方を変更させていただ

いております。 

 以前は納税義務者数の人数で出させていただいておりますが、令和元年度からは件

数１件に賦課件数１期、２期、３期、４期ありましたら、それをトータルして４件に

なるんですけれども、そういう形で変更させていただいているところでございます。 

 不納欠損につきましては、また、時効にかからないよう最大限の努力をしていると

ころです。また、執行停止につきましても、滞納者の収入、支出、財産等を徹底した

調査の結果により、客観的事実に基づき、真に緩和措置の適用か必要な状況であるか、

極めて慎重に判断しているところでございます。 

 先ほども申しましたけれども、今後とも滞納者の財産、生活状況の的確な把握、滞

納処分等を駆使しながら、さらに公平な徴収に努めてまいりたいと考えております。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  不納欠損で関連してお尋ねします。 

 固定資産税、軽自動車税で執行停止後３年経過、時効が完成した人たちは、そのま

ま、家は持ち続け、車を持ち続けていくわけですか。 

 委 員 長  税務課長 

 税務課長  不納欠損につきましては、先ほど固定資産税の差し押え等で、競売等にかかった場

合に税額のみ残っている場合がございます。その場合につきましては、不納欠損で処

理された場合につきましては、所有固定資産が残ってないケースもございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  競売とかにかからない物件で、そのまま住み続けている、軽自動車を所有している

という人はいるんですか。 
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 委 員 長  税務課長 

 税務課長  お答えいたします。 

 生活保護の方とかで軽自動車を所有されている場合につきましては、所有されてい

るケースもございます。 

 固定資産につきましても、生活困窮者で所有されてある方が、執行停止後、例えば

３年経過された場合につきましては、そのまま固定資産は持っているケースもござい

ます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  今、課長は生活保護で軽自動車持っている人がいるとおっしゃいましたけど、生活

保護法では、自動車の所有は認められていません。自分で営業しているとか、そうい

う人でないと認められていないんですね。特に、北筑後管轄はそうなっています。 

 それと、不納欠損になった人でもそのまま持ち続けているということは、また、そ

ういう可能性も出てくるという心配はないですか。その辺はどのようにお考えでしょ

うか。 

 委 員 長  税務課長 

 税務課長  お答えいたします。 

 例えばですけれども、滞納があった方が生活保護になられて生活困窮者という判断

をした場合につきましては執行停止になります。その前に滞納があれば、その滞納に

ついては３年間を経過したら滞納処分になります。失礼いたしました。滞納処分にな

るのではなくて不納欠損になります。失礼いたしました。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で税務課を終わります。 

 委 員 長  続きまして、住民課の説明を求めます。 

 住民課長 

 住民課長  住民課の決算について説明をさせていただきます。 

 決算書の６５、６６ページをお願いいたします。 

 ２款１項１８目総合支所総務費です。 

予算現額１,７０６万９,０００円。支出済額１,６３３万２,０００円余です。 

 総合支所の庁舎運営管理の経費として、光熱水費や修繕料、保守委託料等が主なも

のでございます。施設の修繕につきましては、高圧受変電設備改修、自家発電機オイ

ル等の交換、雨漏り及び天井の修理、トイレの補修、照明器具交換など、全部で１５

件の修理を行いました。高圧受変電設備改修、自家発電機オイル等の交換につきまし

ては、専門業者の定期点検時に指摘を受けた機器等の更新と撤去でございます。 

 委託料につきましては、屋上高架水槽清掃業務委託、それと専門業者の定期点検時

に指摘を受けていた高圧受変電設備におけるポリ塩化ビフェニルの含有分析試験委

託料を出資しております。その他、光熱水費、電話代、施設運営会議の各委託料、事

務機器の借り上げ及び使用料などとなっております。 

 次に、決算書の８９、９０ページをお願いいたします。 

 ２款３項１目戸籍住民基本台帳費です。 

予算現額９,７０３万９,０００円、支出済額９,５０５万円余です。 

 戸籍住民基本台帳費では、窓口業務に係る会計年度任用職員の報酬等や人材派遣委

託料、戸籍情報システム等改修の委託料、事務機器の借上料、また、個人番号関連事

業費が主な支出となっております。 

 １２節委託料につきましては、国外転出者によるマイナンバーカード利用のための
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住民基本台帳システムと戸籍附票システムの改修。また、戸籍法の一部改正による戸

籍情報システムの改修を行い、住民基本台帳システム改修に２４６万４,０００円、

戸籍システムの改修に７３０万４,０００円、合計９７６万８,０００円を支出してい

ます。このシステムの改修につきましては、同額の国の補助を収入として受け入れて

おります。 

 また、１８節の個人番号カード等関連交付金につきましては、個人番号の申請受付

や作成などの事務を、地方公共団体情報システム機構、Ｊ－ＬＩＳに委託しておりま

すので、そのＪ－ＬＩＳからの交付金の請求に応じて支出をしているところでござい

ます。 

 なお、Ｊ－ＬＩＳに支出した金額から、補助対象外の個人番号等の再交付分を差し

引いた額が国の補助金として交付決定されまして、収入として受け入れておるところ

でございます。 

 次に、決算書の８１ページ、８２ページをお願いします。少し戻っていただきたい

と思います。 

 ２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費です。この中で住民課分の予算現額

としましては１８２万円、支出済額は１８１万９,０００円余です。 

 令和２年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業のコロナに負

けるな筑前町元気づくり事業としまして、人口３万人到達月当てクイズを実施してお

ります。クイズの商品購入代を報償費より１５９万円、商品の簡易書留郵送料を役務

費より２２万９,０００円余の支出です。クイズの結果につきましては、応募者数１,

４３３人、正解は「年内に到達しない」の５番でございました。正解者数は４５８人

です。 

 続きまして、主要施策の成果と課題を説明いたします。 

別冊資料の７４ページをお願いします。 

 住民課の主な業務として６項目を記載しております。 

 住民基本台帳業務は、転入出や戸籍の届出などによる住民基本台帳の整備に関する

ものです。異動の受付処理の件数は３,２２１件でした。住基台帳に基づく毎月の人

口、世帯数を町の広報紙及びホームページ等に掲載をしております。 

 次に、戸籍に関する事務です。町に届出されたものや本町に本籍がある人について、

受付審査入力、法務局への報告などの事務を行いました。届出件数の内訳につきまし

ては、ここに記載しているとおりでございます。令和２年度は、全部で１,６６４件の

届出について事務処理を行っております。戸籍事務は、法令通達、判例に精通した高

度な知識が求められ、知識の習得には多くの経験を要することから、将来を見越した

人事配置の必要性を将来の課題として挙げております。 

 ７５ページをお願いします。 

 戸籍や住民票、各種証明書等の受付業務につきましては、本庁支所を合わせて３万

７,７７３件の交付、１,３０１万６,０００円の手数料の徴収を行っております。 

 この業務の今後の課題としましては、業務マニュアルの整備、更新等、法改正への

迅速な対応を行い、引き続き正確かつ迅速な事務処理体制の維持に努めていく必要が

あると考えております。 

 外国人住民の在留関係事務につきましては、在留外国人の住居地の届出等に関する

法定受託事務となります。令和２年度末で住民登録が２７７人、１９３世帯となって

おります。 

 ７６ページをお願いします。 

 マイナンバーに関する業務としまして、個人番号通知書及び個人番号カード保管、

受け取り通知、交付等を行っています。個人番号通知書の返戻分につきましては、令
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和２年度末で８世帯分を保管しております。 

 また、個人番号カードにつきましては、Ｊ－ＬＩＳから送付されたカードの交付事

務でありますが、令和２年度末までに交付した件数は５,９８６件になります。交付

率は２９.３８％になります。 

 最後に、支所庁舎の施設維持管理業務です。主に庁舎施設や設備等の保守点検や修

繕等を行いました。清掃や警備、また、設備の保守点検業務等の委託を行っておりま

す。設備の修繕につきましては、先ほど決算書でも説明させていただきましたが、高

圧受変電設備改修、自家発電機オイル等の交換、雨漏り天井の修理、トイレの補修、

照明器具の交換など全部で１５件の修繕を行っております。庁舎の老朽化に伴い、修

繕が必要なものも増えておりますので、筑前町公共施設等個別施設計画による建物の

方向性を勘案しながら、庁舎施設の維持管理に努めていきたいと思っております。 

 簡単ではありましたが、以上で説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  資料の７４ページです。 

 住民基本台帳業務で、一番下の令和２年度末の人口及び世帯数、人口は１３０人し

か増えていないのに世帯数が約倍増ですよね、２５４、これはどういうことなのか、

説明をお願いします。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  お答えいたします。 

 特にデータ等を取っているわけではございませんが、一世帯あたりの人数の変更が

あるものと思われます。一人世帯や一世帯に５人おられたところが減少して、さらに

世帯が多くなったりという部分で世帯数が変更されていると思われます。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員  決算書９２ページの質問をしたいと思います。 

 ９２ページの通知カード番号関連交付金についてです。まず、第１点目が、通知カ

ードは令和２年の５月２５日に廃止されて、現在の交付件数が５,９８６件というこ

とですね、人口３万人、以前のやつは抜きにされても交付率がすごく悪いと思うんで

すけれども、マイナンバーカードですね、どのようにお考えでしょうか。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  お答えいたします。 

 通知カードにつきましては、昨年、制度が廃止されて、その後の出生等をされた方

につきましては通知証という形で番号をお知らせする制度に変わっております。 

 現在の交付率につきましては、先ほどお話した２９.３８％となっており、令和元

年度末の交付率が９.６９％ですので、交付率としては３０％弱ですが伸びてきてい

るものと考えております。 

 対策としましては、昨年度の１２月から１月にかけて、個人番号カードを取得され

てない方にＪ－ＬＩＳから申請書が送付されております。それに基づいて、申請され

た方が増えており、その分、住民課としては交付率は伸びていると考えているところ

です。 

 以上です。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員  マイナンバーカードですけれども、これから、例えば健康課でも使えるようになる

し、いろんな情報が入ってくると思うんですよね。そういうふうな情報が入ってくる

というのに、申請率というか交付率が悪いというのは非常に問題だろうと思うし、そ

のＰＲがどうなのかということと、また、デジタル庁が発足するようになっておりま
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すけれども、当然タイアップしていくだろうと思うんですよね。そうすると、非常に

このような状態では不都合が生じてくるのではないかと思っております。 

 住民に対してＰＲの仕方がちょっと足りないんじゃないかな。もうちょっといっぱ

いＰＲして、５,０００ポイント付与するとかなんとか言っていましたけれども、そ

れでも、なかなか皆さんピンときていないみたいですけれども、例えば健康保険証と

タイアップします、何年から健康保険証にしますとかいうふうになれば、また交付率

も上がるんだろうと思うんですけれども、そういうところをどのようにお考えか、お

願いします。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  お答えいたします。 

 交付率といいますか個人番号カードの普及につきましては、先ほど委員からのご指

摘もありました、いろいろな形で個人番号は使えないと、やはり交付率は伸びてこな

いものと思っております。交付率を伸ばすという形につきましては、やはり住民課だ

けの取り組みではなくて、全庁での取り組みをしなくてはいけないと住民課では考え

ております。 

 住民課では、現在、交付をする事務を行っておりますが、実際にどのように個人番

号カードが使えるのか、使っていくのかは、やはり全庁挙げてしないことには、使え

ないカードを持っていただくというのは、なかなか普及するのは難しいと思っており

ますので、今後その辺りの取り組みが必要と思っております。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員  そういうことでしたら、どこが主導権を持って全庁挙げてやっていくんですか。や

っぱり住民課でしょう。違うんですか。主導権は。責任持ってやるところがないと、

ばらばらですよ。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  お答えいたします。 

 住民課は、先ほど申しました交付事務を行っております。しかし、そのほかにも、

マイナポイントにつきましては企画課、総合的な部分につきましては総務課が担当し

ておりますので、それを一つにまとめて指導していくところがはっきり決まっており

ませんので、それを人事等で、機構改革等でしていただきながら、やはり普及をして

いかないといけないと思っております。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員  大変でしょうけれども、頑張って調整していただきたいと思います。 

 それからもう１つだけ質問させてください。 

 広報紙で、赤ちゃんが生まれたときに、名前を読むんですけど読めないんですよ、

きらきらネームが多過ぎて。それでその対応は、今は戸籍にいっぱい書いてあると思

うんですけれども、それにルビを打ってあるかどうかの問題ですけれども、そういう

業務は今からどんなふうにしていかれるか、お伺いします。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  お答えいたします。 

 名前の読み方につきましては、戸籍には記載を現在されておりません。出生届には

読み方は書かれておりますが、戸籍に記載する際には、証明書の欄には、読み方書か

れておりません。 

 住民基本台帳の登録につきましては、読み方が書かれておりますので、それで確認

する方法だと思っております。 

 以上です。 

 委 員 長  住民課長 
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 住民課長  今後につきましては、国の方針等に従いながら行っていきたいと思いますので、国

で記載をするという形になりましたら、記載していきたいと思っております。 

 委 員 長  石橋委員 

 石橋委員  資料の７６ページ、支所庁舎の施設維持管理業務のところです。総合支所におきま

しては本館と別館がありますけれども、別館のほうが、今、三輪小学校の第２学童と

ボランティア室があるんですけれども、こちらの調理室、手を洗うところ、また、お

湯飲みとかを洗う流し台があります。コロナ禍の中で、建物が古いというのもあるで

しょうけれども、今後そこを改善する計画なり検討はされていらっしゃるでしょう

か、お尋ねいたします。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  お答えいたします。 

 現在のところ、改修をするという計画はございません。 

 以上です。 

 委 員 長  石橋委員 

 石橋委員  学童の子どもたちが、夏休みは朝から夕方までずっといるんですけれども、今回、

ボランティアはコロナ禍で閉鎖されておりますけれども、こういう状況の中でやはり

手を洗ったり、とにかく密にならないようにということで、支所は本当に古いので、

また改築するのもお金はかかると思いますが、何らかの形でしていただかないと子ど

もたちも、また、ボランティア室を利用される方も不安になると思いますので、ぜひ、

ご検討をお願いいたします。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  お答えいたします。 

 学童保育の施設につきましては、こども課の主管でございます。現在、別館の一部

を利用されておりますが、その件につきましては、今のところ、こども課からも特に

何もありませんので、こども課と協議を行っていきたいとは思っておりますが、現在

時点で「改善します」ということはちょっとお答えしにくいところでございます。 

 委 員 長  石橋委員 

 石橋委員  こども課とぜひ連携を取りながら、支所は住民課で管理されておりますので、ぜひ

検討していただきますように再度お願いをいたします。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  資料の７６ページ、マイナンバーカードの件で１点お尋ねしたいのですが、①個人

番号通知書返戻分の残件数が８世帯、その前の通知カードの残はないのですか。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  お答えいたします。 

 通知カードにつきましては、昨年の５月中に制度がなくなりまして処分しておりま

すので、現在、残数としては計上していないところでございます。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  通知カードを処分されたっておっしゃいましたけど、その番号はなくなっちゃうわ

けですよね、その方につけられた番号、それに対してどのような手だてをしようと思

っていますか。 

 委 員 長  住民課長 

 住民課長  お答えいたします。配布 

 通知カードにつきましては、国の指導として３か月程度保管をしておくという形で

指導等があります。それを過ぎた部分につきましては、市町村も保管しておくわけで

はなく、廃棄処分していいという形になっております。 
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 通知カードが廃棄処分されるだけで番号自体は変わりませんので、もし、その番号

を知りたいということでしたら、何か申告や会社に提出をするということがございま

したら、住民票に個人番号を載せるという形で、理由があればできますので、それで

取っていただくか個人番号カードを申請して取得していただくか、どちらかになりま

す。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 総務課長 

 総務課長  大変申し訳ございません。 

柳委員のご質問の中で一部回答漏れがございましたので、私から補足させていただ

きたいと思います。 

 広報等の読み名の振り仮名については、最近、若い方々を含めていろんな読み方を

するお名前をつけてあるようですので、振り仮名をつけるような形で、皆様に分かっ

ていただけるような努力をしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で住民課を終わります。 

 委 員 長  続きまして、人権・同和対策室の説明を求めます。 

 人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 人権・同和対策室の決算について、説明をさせていただきます。 

 決算書につきましては、９９ページと１００ページになります。 

 ３款１項２目人権対策費。 

予算現額１,２２５万４,０００円、支出済額１,１７５万２,０００円余です。 

 人権対策費は主に、人権・同和対策及び啓発に関するもの、人権施策実施計画に関

するもの、地区集会所管理などで、事業推進に係る経費や人権・同和対策関連各種負

担金、補助金の支出をしています。 

 主な支出としましては、人権啓発冊子カレンダー「ひらけ未来に」の印刷費、新た

なる手法としてのモニタリング事業に必要な備品購入費、啓発活動に要する物品等の

経費、集会所の修繕費等になります。 

 １０１ページと１０２ページをお願いいたします。 

 工事請負費につきましては、西田集会所の天井及び床の劣化部分の改修工事を行い

ました。また、諸団体に対する補助や朝倉地区同推協の負担金等で、昨年度と同額の

支出をしています。 

 続きまして、３目隣保館運営費です。決算書は同じページです。 

 予算現額１,３６０万１,０００円、支出済額１,２６７万５,０００円余です。 

 主に隣保館の運営に必要な費用として、人件費や施設の維持管理費、講座の運営経

費等の経常的なものになります。 

 主な支出につきましては、会計年度任用職員人件費や各講座の講師謝金、事務用消

耗品や備品の購入、施設の修繕費、施設設備の保守委託料、事務用機器の借上料など

です。 

 修繕料につきましては、網戸の取り替え及び張り替え修繕、玄関の避難口誘導灯の

老朽化に伴う交換、トイレタイルの剥がれなどの修繕、パソコン室のカラープリンタ

ーの修繕などに支出しております。 

 １０３ページと１０４ページをお願いいたします。 

 備品につきましては、事務用のパソコン、インターネット接続用のパソコンの買い

換え、事務用机、椅子の買い換え、電話機の子機の購入を行いました。 

 次に、１９３ページと１９４ページをお願いいたします。 
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 人権・同和教育推進費です。予算現額は９６２万円、支出済額７４１万円余です。 

 事業内容としましては、町の人権・同和教育推進協議会の運営や、解放子ども会、

人権週間講演会や人権セミナーの開催などとなります。 

 主な支出につきましては、解放子ども会事業経費として、活動に従事していただい

た先生の謝金が２０８万円余、子ども会活動に要する経費として消耗品や食材費、保

険料、施設使用料などで１５万６,０００円余になります。 

 人権週間では、人権映画の上映を行っております。上映委託料として１６万５,０

００円、託児手数料としまして１万円余です。各種負担金につきましては、記載のと

おりです。 

 朝倉地区人権・同和教育推進連絡協議会負担金につきましては、事業完了後、決算

残額を市町村に返還されていますので、その分が不用額になっております。 

 以上、人権・同和対策室所管の各款項目の合計で、予算現額３,５４７万５,０００

円、支出済額３,１８３万７,０００円余の決算でございます。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、全体的に事業の中止や

縮小、変更等を行っておりますことをおことわりさせていただきます。 

 続きまして、別冊の資料で説明をさせていただきます。 

７７ページをお願いします。 

 人権・同和対策室の主な事業としまして、人権・同和問題の啓発、住宅新築資金等

貸付事業、解放子ども会の運営、地区集会所の管理、隣保館運営事業になります。住

宅新築資金等貸付事業に関しましては、特別会計で事務を行っておりますので、後日、

改めて説明をさせていただきます。 

 人権・同和教育や啓発等、町の取り組みの基本となる人権教育啓発基本指針に基づ

き人権施策実施計画を策定しまして、各課事務事業における実績評価と、令和３年度

の取り組みに向けて課題を整理し見直しを行いました。人権施策推進審議会で意見を

求めた後に本部会議で決定し、計画に従い、各課で事業施策を推進しているところで

ございます。 

 また、実施計画の基になる基本指針の改定に向けて、朝倉地区の担当者会で素案協

議を行い、庁内担当者会を通じて意見を聴取したところでございます。 

 次に、町人権・同和教育推進協議会において、１２月の人権週間に合わせて人権映

画上映会の実施、また、年間を通して啓発看板や懸垂幕の設置、人権パネル展の開催、

人権啓発デザイン画の募集、広報や町ホームページによる啓発など各種事業を行いま

した。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、７月の同和問題啓発強

調月間講演会、街頭啓発、企業啓発などを中止にした事業もありますが、３部会連携

により工夫をして各種事業を実施したところでございます。朝倉地区人権・同和教育

推進連絡協議会、また、朝倉地区人権・同和対策推進協議会としまして、朝倉市、東

峰村、筑前町で連携して取り組みをしております。 

 具体的には、啓発カレンダー「ひらけ未来に」の作成及び全世帯への配布や、人権

パネル展の実施、行政職員研修への支援、調査研究などになります。１月に予定をし

ておりました朝倉地区人権教育研究会は、感染症拡大防止のため中止となっておりま

す。 

 次に、解放子ども会の運営です。小中学生を対象として、年間を通じて各種学習会

や自主活動、キャンプや解放文化祭の取り組みなどを行っています。 

 解放子ども会につきましても、感染症拡大防止のためキャンプや各種学習会の中止

などがありましたが、工夫しながら解放学習や補充学習、社会科見学や進路選択のた

めの中３生の強化学習を実施しております。 
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 地区集会所につきましては、西田集会所の屋根の修繕、集会所の網戸設置及び修繕

など、必要な維持管理を行いました。 

 ７８ページをお願いいたします。 

 隣保館事業です。相談事業や各種講座の実施、解放文化祭の事務局、施設の維持管

理等を行っております。相談事業につきましては、延べ２６７人の相談に応じていま

す。今後も相談事業に携わる職員の資質の維持向上に努め、相談事業の周知促進を継

続し、相談支援体制の維持向上及び庁内の関係部署、関係機関との連携確保に努めて

いきたいと思っております。 

 また、隣保館及び各集会場などで、教養講座や就労支援の講座も行っております。

令和２年度の実績は、感染症拡大防止のため開催できない時期もあり記載のとおりと

なっております。１１月に開催した解放文化祭につきましても、展示のみの開催とな

りましたが２３１人の参加がありました。 

 隣保館の管理運営につきましては、住民の利用に随時対応しているところです。学

習活動や研修、会議等への貸し館など延べ５,６３２人が利用されました。 

 施設の維持管理については、老朽化が進んでいますので、危険箇所の修繕や備品の

交換など、町民が安心安全で利用しやすい施設設備の維持管理に努めてまいりたいと

思っております。 

 以上で人権・同和対策室の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  決算書の１０１,１０２ページです。 

 ２目１８節補助金でお尋ねします。上から２番目、同和事業促進費補助金。これは

部落解放同盟に対する筑前町の分の補助金です。昨年と同額ということでしたが、補

助金削減の協議はされたのか、お尋ねをいたします。 

 委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 お答えいたします。 

 同和事業促進費補助金の協議につきましては、行われておりません。 

 以上です。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 山本一洋委員 

山本一洋委員  成果と課題、７７ページの将来の課題の中で行政職員の研修の項があります。今日、

県内広くから町職員の採用がありますが、部落問題の認識に差があるような話を聞い

ております。令和３年も７名の職員さんが採用されておりますが、本町の新規、中堅

職員の研修の在り方を、どのようにされているかをまずお尋ねします。そして、認識

の状況はどうなのかということもお尋ねをいたします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 質問の趣旨が、人権同和問題の中でも行政職員の研修に関する内容でございますの

で、私から回答させていただきたいと思います。 

 委員のご指摘のように、職員が一律的に認識があるということではないと思ってお

ります。場合によっては、成果といいますか研修の在り方としても申し上げたかと思

いますが、新規採用職員、３年から５年程度の若年層職員、それと一般職員もしくは

管理職員、本町には会計年度任用職員もございますので、それぞれの階層に分けて研

修を実施させていただいております。これは委員ご指摘のように、認識の差があるの

ではないか、新規採用者とベテランの職員が同じ認識なのかということを考慮いたし

まして、そのような形にさせていただいています。 
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 特に新規採用職員につきましては、現在あります隣保館の役割、部落問題の歴史的

な背景、こういったことを中心に、ご講演いただきながら認識を深めているところで

ございます。 

 また、若年層の職員につきましては、部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消

を推進し人権を擁護する条例等を含めて、具体的な行政施策に関する内容を踏まえた

ところでの人権教育を実施させていただいているところでございます。 

 以上で、回答に代えさせていただきます。 

 委 員 長  山本一洋委員 

山本一洋委員  少し認識の差があるようでございますけれども、私は部落問題に対する正しい認識

があって、あらゆる差別の解消につながる、許さない行動につながるのではないかと

思っています。そういった意味で、今後も、この差を詰めるような具体的な研修等を

行っていただきたいという要望をいたしたいと思います。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 委員のご指摘のように、部落問題をはじめとする人権問題、これは大きな問題だと

いう認識でございます。当然、認識の差が生じるものもあろうかと思いますけれども、

可能な限り生じる溝を埋めていく努力を今後とも行っていきたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で人権・同和対策室を終わります。 

 委 員 長  続きまして、環境防災課の説明を求めます。 

 環境防災課長 

環境防災課長  環境防災課の令和２年度決算及び主要施策の成果と課題について、ご報告いたしま

す。 

 最初に、決算についてご説明させていただきます。 

７５ページをお開き願います。 

 ２款１項２５目防犯対策費、支出済額１,０１４万５,０００円余でございます。 

 主な内訳としましては、１０節需用費６８３万４,０００円余のうち、光熱水費の

防犯灯電気料６６１万８,０００円余が主なものです。電気料が前年対比で減少した

のは、平成３０年から令和元年の２か年で、防犯灯ＬＥＤ化事業をしており、その２

年目が終了したものでございます。 

 次に、１４節工事請負費、１１２万８,０００円余は、防犯灯の新設、移設の工事費

が主なものでございます。 

 次に、７７ページをお開き願います。 

 ２款１項２６目交通安全対策費、支出済額１,４６９万９,０００円余でございま

す。 

 主な内訳としましては、７節報償費１０６万２,０００円は、６１名の交通指導員

の謝金で、毎月１回の交通指導をお願いしております。 

 １４節工事請負費は、建設課所管分でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金１６３万１,０００円余のうち、高齢者運転免許証自

主返納支援事業につきましては１００名の方を支援しております。 

 ８１ページをお開きください。 

 ２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費、支出済額２億８,８３８万７,００

０円余、こちらには他の所管分も含まれておりまして、環境防災課の分としましては、
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支出済額９５５万４,０００円余です。 

 主な内訳としまして、１０節需用費、消耗品費３,５７０万９,０００円余のうち、

９４６万８,０００円余で防災活動支援事業による避難所用テント、手指消毒剤、マ

スク等の防災資材及びドライブスルー生活安心事業のエコバッグやゴム手袋、フェー

スシールドの消耗品です。 

 次に、１１節役務費手数料、支出済額９万８,０００円余のうち８万５,０００円余

で、ドライブスルー生活安全事業の引換券、チラシの広報折り込み費用でございます。 

 次に、１２７ページをお開きください。 

 ４款１項５目環境衛生費、支出済額１億４,８０４万５,０００円余です。こちらに

は上下水道課所管分の負担金及び出資金が含まれており、環境防災課の分は１,５６

１万２,０００円余となります。 

 主な内訳としましては、１２節委託料１３２万円で、毎年実施しております河川等

水質検査委託料として、河川１２か所及び地下水５か所の検査を実施したものです。 

 １８節負担金補助及び交付金１億３,０２６万６,０００円余のうち、環境防災課分

は筑慈苑施設組合負担金１,３９３万４,０００円余となっております。 

 ２３節投資及び出資金は上下水道課所管分でございます。 

 続きまして、下段をご覧ください。 

 ４款２項１目清掃総務費、支出済額１,９９７万８,０００円余です。 

 主な内訳としましては、１節報酬１８６万１,０００円余は、会計年度任用職員報

酬です。 

 次に、１２９ページをお開きください。 

 １８節負担金補助及び交付金３６万４,０００円余の主なものは、福岡県地区衛生

連合会負担金３１万７,０００円余と、福岡魚さい処理対策協議会負担金２万７,００

０円余によるものです。 

 ４款２項２目塵芥し尿処理費、支出済額６億６,９８６万６,０００円余。 

 主な内訳としましては、１節報酬３２４万円は、環境美化推進員５４名の報酬です。 

 ７節報償費１６３万８,０００円余は、し尿中継所管理報償費です。 

 １０節需用費６９０万５,０００円余のうち、印刷製本費５６９万９,０００円余は

ごみ袋の印刷代です。 

 １２節委託料２億７,２９３万６,０００円余の主な支出は、ごみ収集処理委託２億

５,３０９万１,０００円余と、し尿処理委託料１,４６５万２,０００円余等によるも

のです。 

 次に、１３１ページをお開きください。 

 １８節負担金補助及び交付金３億８,４７１万６,０００円余、このうちサン・ポー

ト負担金が３億６,６６２万８,０００円余となっております。 

 次に、１５１ページをお開きください。 

 ８款１項２目非常備消防費、支出済額４,０４２万６,０００円余です。 

 内容としましては、消防団員の報酬、退職報償金、出動手当、団運営交付金などが

主なものとなっております。 

 ８節旅費の費用弁償２３４万４,０００円余は、火災や災害支援等による消防団員

の出動によるものです。 

 １５３ページをお開きください。 

 １０節需用費３１８万３,０００円余の消耗品は、消防団員の団服、訓練服、ヘルメ

ット、長靴等の購入費用で、修繕料は指令車、ポンプ車の点検や車検及び修繕費用と

なっております。 

 ８款１項３目消防施設費、支出済額３１３万１,０００円余です。 
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 主なものとしまして、１０節需用費、修繕料７６万９,０００円余として、分団格納

庫のポンプ、防火水槽、マンホール、シャッター補修等です。 

 １４節工事請負費２１７万８,０００円余は、五分団格納庫の雨漏り防水工事、消

火栓設置工事になっております。 

 下段をご覧ください。 

 ８款１項４目防災費、支出済額１,２５０万６,０００円余です。 

 主な内訳としまして、１節報酬２２２万５,０００円余で、危機管理体制充実のた

め、会計年度任用職員である防災専門官の報酬となっております。 

 １５５ページをお開きください。 

 １２節委託料４８２万１,０００円余は、前年度にため池ハザードマップの新規作

成料及び防災ハザードマップの更新作成料等、作成終了したことが、前年に比べ防災

費が大幅に減額になった要因でございます。 

 以上で、決算書の概要説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、別冊の決算審査特別委員会資料のほうで、主要施策の成果及び将来の

課題についてご説明いたします。 

 ７９ページをご覧ください。 

 まずは、環境係に関する施策についてです。 

 最初に、項目の１番目の不法投棄防止事業につきましては、環境美化推進員による

月２回以上のパトロールと不法投棄物回収や看板設置を行い、不法投棄の啓発を行っ

ております。また、職員でも月２回の夜間パトロールを行っておりまして、今後も引

き続き啓発や警察との連携した巡視活動に取り組んでまいります。 

 次に、項目５番目のごみ収集施設設置等補助事業についてです。 

 ごみ減量化の一環として、関係施設の整備や処理機の購入に対して補助を行ってお

ります。分別の推進や資源化への取り組みを行い、さらなる減量化を進めてまいりま

す。 

 次に、その下の項目６番目のサン・ポート負担金業務についてです。 

 構成団体である旧北野町、久留米市が脱退を表明されております。今後、規約の変

更や財産処分について協議を重ねてまいります。また、現施設の使用年限を踏まえ、

将来的な施設の整備方針を具現化していく必要がございます。 

 恐れ入ります、８０ページをご覧ください。 

 次に、項目４番目の筑前町環境基本計画策定事業についてです。 

 町の総合計画の目指す将来像を、環境面から実現するための環境マスタープランで

あり、平成２９年度に第２次基本計画を策定しております。今後、環境施策や成果指

標の検証を含めて、来年中間見直しを予定しているところでございます。 

 次に、項目５番目の筑慈苑運営負担金については、施設全体の火葬件数３,３４６

体のうち筑前町が２９７体で、内訳といたしまして三輪地区が１０７体、夜須地区が

１９０体となっております。施設の長寿命化の視点としまして、安全かつ安定的な施

設機能を保持し、また、計画的、効率的に施設を維持できるよう構成団体と協議を進

めてまいります。 

 次に、項目６番目です。 

 筑前町地球温暖化対策推進計画策定事業につきましては、本町の「第三次地球温暖

化対策実行計画（事務事業編）」を平成２９年度に作成し、国が掲げる目標に向けて温

室効果ガス排出量削減を目指しております。そのために必要な施設のＬＥＤ化や空調

設備の更新等、省エネ改修と併せて施設利用者に対する周知についても今後の課題と

言えます。 

 次に、項目７番目です。 
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 河川等水質検査事業につきましては、毎年水質等保全のための定期的な検査を、地

下水においては５か所、河川については１２か所を実施しており、結果について特に

異常は見受けられませんでした。課題として、地下水検査箇所については上下水道の

整備動向を見定め、状況に応じた検査箇所を選定する必要がございます。 

 ８１ページをご覧ください。 

 次に、項目２番目は環境保全対策業務についてです。 

 環境に対して、住民の方々から多くの苦情が寄せられ、年間５８５件となり年々増

加傾向にあります。また、苦情内容は様々で、状況に応じた対応を行っているものの

行政だけでは解決困難な案件もあり、日々対応に苦慮しております。 

 ８２ページをお開きください。 

 次は、消防安全係に関する施策についてです。 

 最初に項目１番目、防災行政無線維持管理業務につきましては、屋外放送施設や録

音機能つきの戸別受信機を各戸に設置し、行政情報や地域情報の伝達を迅速に行う重

要なツールとして運営しています。昨年度末の戸別受信機の設置台数は８,４６５台、

設置率は７３.９％となっており、受信機の障害についても１３３件ほど対応したと

ころでございます。 

 次に、項目２番目の消防団運営業務です。 

 消防団については、令和２年４月１日から条例定数を２９０名としており、昨年度

末で２４６名となっております。活動状況は、火災出動のほか警戒巡回及び訓練を行

っています。消防防災体制を充実していくためには、団員確保や出動率の向上等、消

防団員の意識向上を図っていく必要がございます。 

 次に、項目３番目の交通安全推進対策事業については、運転免許証自主返納者支援

を継続して取り組んだ結果、１００名と多くの支援をすることができております。支

援内容といたしましては、１万円相当のタクシーチケット、もしくはバスＩＣカード、

そして、昨年４月から甘木鉄道回数券を選択交付しております。タクシーチケット６

１名、バスＩＣカード３３名となっております。また、甘木鉄道の回数乗車券は６名

交付しているところであり、引き続き促進してまいります。 

 次に、項目４番目の防犯灯整備管理事業についてです。 

 平成３０年度から２か年事業として防犯灯のＬＥＤ化を進めており、令和３年３月

末で設置数２,８５６基となっています。各区の要望により新設も行っているところ

です。 

 ８３ページをお開きください。 

 次に、項目２番目の防災備蓄品管理業務についてです。 

 想定避難者数を、平成２４年３月、福岡県が示しています地震に関するアセスメン

トを基に算出しました。備蓄対象者２,３００人の１日分の備蓄を完了しており、定

期的な賞味期限切れの食料の入れ替えを実施して非常時に備えているところです。 

 次に、項目３番目の防災対策業務についてです。 

 地域防災計画や防災マニュアル等を適宜見直しており、また、町広報紙においては

出水期前に防災特集号を掲載し、さらに出前講座を行うなど、防災意識の高揚や防災

体制の強化を図っております。また、災害時の応援協定を令和２年度も随時締結して

おり、現在３２件の災害時応援等協定を締結しております。災害時の対策や対応を迅

速に行うことが可能となるよう、継続して取り組んでいるものです。 

 次に、項目４番目の自主防災組織推進対策事業について、自主防災組織の設立及び

活動促進のため、補助金の交付や防災訓練等の活動支援を行い、地域防災力の強化を

図っております。昨年度は赤坂区の新規設立により４０行政区で組織されて、組織率

８９.３％となっております。また、地域防災力向上のため、防災リーダーが必要であ
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り、昨年度は１１名の方々が防災士の資格を取得されております。 

 次に、項目６番目のハザードマップ策定事業については、水防法改正により、従来

の計画規模の降水量から、想定し得る最大規模の降水量での浸水想定区域の見直しに

伴い、防災ハザードマップ及びため池ハザードマップを昨年６月に全戸配布し、住民

の防災意識の向上と危険箇所や避難場所の周知を図っているところでございます。 

 以上で、環境防災課の説明を終わります。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

 河内委員  資料の７９ページです。 

 ２つ目のごみ収集運搬処理委託事業の中で、資源ごみを月１回、行政区で回収され

ていますが、近年、皆さん、だいぶお年を召して、そこの集積場まで持っていくのが

大変だという声があちこちから聞かれるのですが、せっかく定着した事業だから続け

ていただきたいのですが、取り残された高齢者の方に対する対応とか、どのようにお

考えでしょうか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 先ほどの委員からのご質問ですけれども、資源ごみが月１回収集で、高齢者の方が

年々増えている状況の中で、そこまで持っていくのが困難になりつつあるという声が

あるということでございます。 

 環境防災課といたしましては、窓口にそういう声が今のところあがってないのが実

情で、そういうことがあるということでしたら、今後検討してまいりたいと思ってお

るところです。 

 河内委員 よろしくお願いします。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  資料のほうでお尋ねします。資料の８１ページです。 

 環境保全の部分ですが、相変わらず、犬、猫等の苦情が大変多いようでございます。

県では以前、地域猫活動の補助金を出していましたが、去年からでしたか、今年かな、

補助を半額にしたということで、地域猫活動が後退しているんじゃないかと心配して

いるわけですが、その辺りの状況をお尋ねします。また、減った分の半額分を町で負

担するとかできないかお尋ねします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 今、ご質問がありました地域猫活動については、委員から今ご説明があったとおり、

平成２８年度から県の補助事業を活用した取り組みとなっております。地域の合意が

あくまでも前提ですけれども、この事業を使うことにより去勢や避妊手術ができるよ

うになりまして、地域で飼育することができる制度でございます。 

 ただ、日々の餌やふん等の、飼育に関する管理や毎月の報告が必要となります。全

額補助だったのは令和２年度までで、本年度については県の補助は半額となってお

り、町の予算としては、あと半額継ぎ足しで本年度は予算化をしております。 

 取り組みの実績といたしましては、平均して２８年度から２から３地区、申請があ

ったわけです。また、令和元年度は５地区も申請がありました。ただ、令和２年度は

１地区にとどまっています。本年度につきましては、現段階としては、そういう地域

猫活動に対するような案件について相談はないというところが現状でございます。 

 今後につきましては、地域猫活動事業の制度を周知しながら地域の状況、これは先

ほど申し上げたように地域の同意、しっかりと管理ができる人がいるのかという状況

と、地域猫の活動計画をどういうふうにやっていきますというのを見ながら、今後検
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討していきたいと考えているところです。 

 以上です。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  地域には、以前、会議の中で出たことがあるんですけれども、動物福祉団体の「し

っぽお助け隊」とか、たくさんの動物福祉をされてある団体があります。また地域猫

活動も、県の登録の地域猫サポーターがいらっしゃるわけですが、私も知っています

けども町内に何人もいらっしゃいます。その方たちが、今までは、活動始めたところ

にしか携われないということだったんですけど、活動を始める前からも携わっていい

ということに変わったんですね。その辺りをしっかりと民間の力を一緒に使いなが

ら、民間に協力してもらいながら一生懸命進めてもらいたいと思いますが、どうでし

ょう。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 今、委員がおっしゃったように、地域猫活動は平成２８年度から県の事業が始まり

まして、そのときから積極的に講師として動物福祉団体の方がお見えになって協力し

ていただいた、連携していたというのがございます。それだけでなく、犬猫の苦情に

対して、町だけではなかなか困難な内容、あるいは保健所に相談しても難しいときに、

日常的にいろいろご相談をさせていただいたことも個別案件としてございます。 

 また、地域猫サポーターとしても県に登録されているという観点から、いろいろ現

地に同行いただくこともあったと聞いています。 

 今後の団体との連携に関する方向性としましては、この地域猫事業に限らず、多頭

飼育やご近所とのトラブルとかやっぱりありますので、その苦情があった場合に、そ

の団体の知識や専門性が高いところを、ご相談しながら連携して効果的に問題解決に

なるように進めていければと考えております。 

 今後とも連携していきたいと考えております。 

以上でございます。 

 委 員 長  石橋委員 

 石橋委員  決算書１３２ページの可燃ごみ集積場設置補助金、そして資料のほうは７９ページ

ですけれども、ごみ収集施設設置等補助事業というところで、共同で可燃ごみ集積場

を設置するということで、４件の１０万８,０００円ですけれども、これは新興住宅

ができて新たにされたのか、それとも今まで住んでいた方が共同でされたのか、また、

三輪と夜須ではごみ収集のルートが、三輪のほうは大体戸別でしておりますけれど

も、夜須のほうは、そうやって何か所か収集場で集めている状態ですけれども、そこ

のところをお伺いいたします。 

 それと、金額が、昨年は５万１,３００円だったんですよね。今後また増えてくるか

と思いますけれども、そこのところをお聞きいたします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 可燃ごみの集積場設置の補助の内容ということでよろしいでしょうか。こちらにつ

いては、新興住宅はあくまでも開発の場合については、開発事業者が収集場所を設置

しますので、例えばカラスとか猫とかが荒らすので共同でしっかりしたものをつくり

たいというような場合、あるいは、もう古くなってきて修繕とかを対象にしていると

ころです。 

 今後につきましても需要がありますので、環境防災課としては現実におきましては

継続したいという考えでおります。 

 以上です。 
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 委 員 長  石橋委員 

 石橋委員  先ほども言いましたけれども、夜須と三輪の収集の仕方が違うのですけれども、将

来の課題のところで、三輪地区と夜須地区の住民サービスを標準化するためには、収

集ルートの変更や委託費の増額など、効率、効果を研究する必要があるということで

将来の課題になっておりますけれども、これについて検討はされているのでしょう

か。今、現在、どこら辺までお話が進んでいるのでしょうか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 委員のご質問の件につきましては、成果の課題に載っている内容をもっと詳しくご

説明するということで回答に代えさせていただきたいんですけれども、ご指摘のよう

に三輪地区は戸別回収、夜須地区については拠点回収というふうに、今なっていると

ころでございます。 

 拠点回収につきましては、町で可燃ごみの収集を円滑にするために、先ほどご説明

させていただきました集積場設置に補助金を交付させていただいておりまして、おお

むね５世帯以上が共同使用する集積に３分の２補助、上限５万円をしており、拠点回

収を増設することで支援をしております。過去５年ほど遡って確認しますと、ほぼ夜

須地区のほうの申請が多かったということです。 

 しかしながら、高齢者への対応とか行政サービスの平準化等から、既存の拠点回収

と併せて効率的な収集ルートの見直しや収集車両乗車等による委託費の増額がどう

しても見込まれますので、それを今後調査研究していく必要があろうかと認識をして

いるところです。 

 以上でございます。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  お尋ねします。 

 資料で項目を見つけきらないんですけど、避難所の運営とか、この備蓄品について

は管理の資料に載っていますけども、防災でもないし、災害があった場合の避難所の

運営管理、それは環境防災課のほうでよろしいですか。どうされるか載ってないので、

それについて見解をお尋ねします。 

 併せて、ちょっと短く言います。 

さっきのペットの件もですが、同行避難、これがものすごくあちこちで問題視され

ているんですね。同行避難するけど避難所に入れないとか。だから大きな自治体では、

別にペット同行避難できるそれを作るとか、そういう対策をしているんですけど、そ

れ含めてお願いします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 避難所の運営について、まず、ご説明させていただきたいと思っております。 

 避難所におきましては、自主避難所からの説明になるかと思いますけれども、コス

モスプラザ敬老館、リブラ、それと夜須高原少年自然の家、この３か所が、基本的に

は初期の開設する場所としているところです。ただし、必ずそこというわけではなく、

災害の規模とか地震とかによって当然変わってくるかと思いますので、その内容につ

きましては防災行政無線、あるいはライン等でお知らせするというような形をしてお

るところでございます。 

 運営につきましては、通常時とコロナ期に分けており、今はコロナ期のほうで対応

しているわけですけれども、職員と保健師さん、初期だけですが、中で体温とか問診

とかをするという形でしております。そこのスタッフを当然、初期ですけれども、警

戒本部のときは、それぞれの災害対策本部長の人員配置者に連絡をし、そこから何名
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ということで配置をしていただいております。そちらの方には、避難所グッズという

のを分かるように化粧箱に入れておりますので、その中にマニュアルを入れて、その

中のマニュアルに従って、当然渡すときには最初説明しますけれど、それで対応して

いただいているというのが、避難所の運営という形になろうかと思っております。 

 次に、ペットにつきましては、どうしてもペットの同行避難となりますと、ペット

の鳴き声やアレルギーが他の避難者へ懸念されます。避難される方は、不安を持って

避難されているわけでございます。また、その中では、例えば小さなお子さんがおら

れるところ、あるいは介助されている高齢者、あるいは妊婦の方とかがおられる中で、

アレルギーとか泣き声とかが懸念されるわけです。 

 そういうことで、避難所の生活環境を適正に保つことを目的として、要望があれば

避難所はコスモス敬老館に、ペットはコスモス敬老館の裏の車庫に避難してもらうよ

うに、今はしているところでございます。どうしても餌とか水とか、ペットの様子が

気になる方につきましては、すぐ裏ですので、そちらのほうに、本部へ連絡のうえ、

職員が随行して見に行くことも対応できるようにしているところです。 

 昨年の台風１０号、過去最大の避難者約７００名おられましたけど、その中で犬が

４匹、猫が３匹、ハムスターが１匹ということで、その過去最大避難者が多かった中

での４匹、３匹、１匹ということですけれども、その際の受け入れ体制については何

ら苦情もなく、トラブルもなく対応できたということでございますので、現時点では

避難所へ一緒に避難することは想定しておらず、今のままでペットについての対応を

していきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  いろんな問題は把握してあるようでございます。 

 うちでも、犬の登録件数が１,６２１頭ということで、そのうちの７０％が注射を

受けたということで、単純に計算して１,１３５頭は間違いなくいるんです。それプ

ラス猫なんです。すごい２,０００、３,０００という数があり、小規模であれば、今

言われたみたいに対応もできますけど、中規模、大規模災害というのが本当に起こる

ような時代なんです。だから備えておかないと、その時になって何かをするって、ち

ょっとこれ厳しいんですよ。私たちもボランティアでずっとそんな災害地に入りまし

たけど、その声がものすごくどうしようもない。家族にとってはペットも家族なんで

す、やっぱり同じ家族なんですよ。だから、どうしようもない。そういうのをいくつ

も経験しましたので、ぜひ、しっかりと協議して対応していただきたいと思います。 

 それからもう１点。８３ページの３段目の防災対策業務ということですが、災害時

応援協定締結を５企業ってありますけど、これは単年度の締結が５企業ということで

いいですか。 

 委 員 長 環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 応援協定につきましては、現時点で３２の応援協定がございまして、これは単年度

の応援協定の締結をするということです。 

 以上でございます。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  ３２あるということで、これは本当に民間の力を使っていかないかんところです

が、その前のページの一番下の防犯については何か協定がありますでしょうか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 防犯について、町内の事業者との特に協定というのはございません。 
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 以上です。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  青パトとかで一生懸命担当区を回ってありますけども、やはり住民協働でスクラム

を組んで、この地域は防犯がしっかりできているなというところをつくるべきだと思

うんです。だから昔ありました１１０番の軽トラとかありましたけど、あれは教育課

かどうか分かりませんけども、もしかしたら農事組合と協定締結されたかもしれない

けど、やはりこちらからも声かける、向こうから声がかかったから協定を結びますで

はなくて、例えば運送業者さんとか、それに全部あれを張ってもらって協力をしつつ

とか、そんな取り組みをされる考えはないですか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 すいません、先ほど事業者との防犯協定がないということでございましたけれど

も、三輪地区は三輪産業、夜須地区は夜須環境のごみ収集業者との防犯協定がござい

ます。それと、郵便局の配達の方との防犯協定もあるということです。 

 あとは住民との協働ということで、夜須地区、三輪地区ともに少年補導員さんとか

おられますし、ほかにも防犯関係の役員さんがおりますので、そこと連携した取り組

みをしているところです。 

 以上です。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員  消防団についてちょっとお伺いします。消防団員、２９０名に削減いたしました。

しかし現状は２４６名、団長さんも一生懸命、人員確保に苦慮されているようですけ

ど、環境防災課としてどうしたらいいだろうと思うんですよね。災害が多くなってき

て、方針をどうしたらいいか、なかなか具体策が出てこないと思うんですけど、団長

さんが１人で広報を使って「加入してください」と言っているけれども、環境防災課

の声は全然聞こえてこないんですけれども、そこら辺はどうなんでしょうか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 消防団員の確保につきましては、少子化の進展や被用者の割合の増加等に伴いまし

て、特に若年層の入団数の減少が進んでいることから、社会環境の変化に合わせて、

消防団を若年層や被用者がより参加しやすいものとするために社会全体に理解を得

ていく必要がございます。 

 町としましても、区長会でのお願いや広報ちくぜんに事掲載を行っておりますし、

先ほどお話がありました消防団長自ら防災行政無線で勧誘の放送をしていただいて

いるところでございます。 

 しかしながら、一番効果があるのではないかと思われます勧誘の基本の現役団員、

こちらの訪問勧誘やイベント時の消防団のＰＲ、こちらがコロナ禍の中でなかなかで

きてないのが現状でございます。 

 社会が変化していく中でも、消防団の存在意義は不変でございまして、引き続き地

域防災力の中核として消防団が継承されていくよう、今後も消防団員の確保に努めて

まいります。 

 以上でございます。 

 委 員 長  ほかに質疑は……。 

 柳委員 

 柳 委 員  消防団員の確保というのは非常に重要なことです。消防職員は限りある数です。消

防団員はその何十倍もいらっしゃいますので、消防団員というのが非常に大事だと思

いますので、今後とも重要視していただきたいと思いますし、また、それに伴いまし
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て、自主防災組織の問題ですけれども、継続した活動ができるよう支援する必要があ

るというふうに、資料８３ページに書かれておりますけれども、自主防災組織の推進

ですけれども、昨年度は、９月１日が本当は防災の日なんですけれども、それにちな

んだ防災訓練も何も実施されていないし、自主防災組織の委員長、例えば区長を集め

て自主防災に対する考え方、取り組み、それから災害に対する取り組み方という、要

するに区長会でのＰＲとか、また、活動の促進とかいうのをお考えでしょうか。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

自主防災組織の活動支援ということですけれども、毎年４月の区長会でご紹介させ

ていただいているんですが、補助事業がございます。町の単独補助事業です。防災知

識の普及啓発に関することや、防災訓練に要すること、防災機材の整備充実に関する

ことで、補助対象経費が４分の３以内、上限１０万円として補助をしているところで

す。 

 ただ、今まで申請があったところにつきましては、防災備品が主な申請内容でござ

いました。現在、コロナ禍でなかなか人の集まりが困難である中、昨年から防災訓練

や学習会がなかなかできてないのではないかと考えております。 

 しかしながら、自助共助を進めるうえで、できる範囲での取り組みをお願いしたい

と、環境防災課としては考えているところです。全国的にも自主防災組織は増加傾向

であり、これまで補助事業で導入した防災備蓄品等につきましては、定期的な点検を

行い、各区での祭りやイベント等で区民に周知して自主防災活動に努めていただきま

すよう、再度、区長会等で周知していきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 委 員 長  柳委員 

 柳 委 員  ありがとうございます。 

ただ、防災備蓄品の提供、備品の提供の件ですが、自分は三並地区ですけれども、４

区が合併して１区になってしまったわけですけれども、発電機を買っていただこうと

思ったんですけれども１０万円ですよね。４区、４台要るんですけれども１台分しか

くれませんでした。ですよね。だからこういう声もあがっていました。もう、解散し

ようかと、そういうこともありました。 

 ただ備品の供給だけじゃなくて、そういう意識が、例えば４区が１区に合併してい

るので４台提供しましょうとか補助しましょうとかしてくれれば、皆さん防災意識は

上がるのではないかと思っております。 

 それから、犯罪のない安全安心のまちづくりに向けてということで、青パトの問題

ですけれども、青パトが自分らのところまで回ってきているのはほとんどありませ

ん。見たことありません。ただ、不審者がたくさんいらっしゃるんですよ。何べんも

警察のほうから不審者の連絡はあるんですけれども。この前、小学校の愛校会のほう

に出席したところ、それなら、各学校に青パトを置いて、ＰＴＡで回ったらどうやと

いう話も出ました。これは極端なことだと思うんですけれども、青パトの巡回という

のは、先ほど言われましたように、ごみ収集車の方、それから郵便の配達の方でいろ

んな安全は守っていただいているというんですけれども、青パトの回転灯が回ってい

るということだけで、すごいやっぱり子どもたちが安心感を持つんですけれども、そ

のような対策はどのように考えていらっしゃるか、お願いいたします。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 青パトにつきましては、まず交通安全、毎月１回、先ほど交通安全指導員さんの街

頭活動というところでありましたけれども、そちらで７時から８時に、事務局支部長
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と一緒に毎月巡回をしているところでございます。 

 また、不法投棄パトロール、これも先ほど説明させていただきましたけども、職員

が月２回、９月、１２月はさらに多くなるわけですが、そちらで青パトを使用してお

ります。 

 また、保護司さんにおきましては、それぞれ三輪地区、夜須地区おられまして、そ

ちらでも利用されております。 

 また、平日、毎日学校があるときですけども、スクールガードリーダーさんが青パ

トを使用されているところです。また、夏については、夜須地区においては生涯学習

課所管になるかもしれませんけども、青少年育成会議の中で、ゆめつくり隊をされた

り、三輪地区でも青パトでＰＴＡさんが巡回されていると認識をしておりまして、そ

のような活動で青パトの巡回を全庁的にしているところです。 

 以上です。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  先ほどの、柳委員の自主防災組織の話に戻りますけども、８３ページの真ん中、４

段目、課題のところに書いてある、既存設置の行政区の中には自主防災組織の補助金

を活用した活動を一度もなくということで、ない場合は補助金を受けた補助金は返還

になるんですかということをお聞きして、前もって通告していたんですけども、そし

たら会議前に、これは立ち上げたけどまだ１回も補助金を使ってないということです

よということですので、その部分はいいんですけど、やはり柳委員が言われた意識が

なかなか上がらないということで、せっかく防災士が１１名、２年度に生まれていま

す。この方たちの関わり、それぞれの防災組織が活性化するように派遣して行っても

らうとか、また、これからも３年度も取られるかもしれませんけれども、その方たち

にぜひそういう活動を。その方たちは意識が高い方なんですね、だから、その方たち

に核になってもらって、それぞれ地域の中で、どのようにこれからしてもらうか、そ

の辺りをはっきり進めて取り組んでいただきたいと思うんですが、その辺りどうでし

ょう。 

 委 員 長  環境防災課長 

環境防災課長  お答えいたします。 

 防災士とは自助共助協働を原則として、地域で防災力を高める活動を行うことを期

待されており、そのための十分な意識と一定の知識、技能を習得した日本防災士機構

が認証した方です。 

 町では、災害発生時や災害に備えた平常時に自助及び共助が効果的に機能するよ

う、地域における自主防災の活動に参加する防災士を育成しておりまして、現在４０

名の方が資格を持っておられます。しかしながら、先ほども申し上げましたとおり、

コロナ禍で人が集まる活動がどうしても停滞しており、コロナ禍の状況が改善すれ

ば、防災士の研修を模索していくよう考えているところでございます。 

 以上です。 

 委 員 長  ほかに質疑がございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で環境防災課を終わります。 

 委 員 長  ここで会議時間の延長についてお諮りします。 

 本日の会議時間は健康課の審査まで行うため、あらかじめ時間の延長をしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 
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 委 員 長  異議なしと認めます。 

 したがって、本日の会議時間は延長することに決定しました。 

 休  憩  

 委 員 長  ここで休憩します。 

 １７時５分から再開をいたします。 

（１６：５１） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１７：０５） 

 委 員 長  健康課の説明を求めます。 

 健康課長 

 健康課長  健康課です。お疲れのことと思いますけども、本日最後となります。よろしくお願

いいたします。 

 令和２年度決算及び主要施策の成果と課題についてご報告いたします。 

 まず初めに、コロナ禍の中、第２次総合計画の５つの政策の一つである支える柱に、

２年度は新生児聴覚検査事業をはじめとした４つの新規事業を含め、１年間取り組み

を進めてまいりましたけれども、コロナの影響もあり思うような成果にはつながら

ず、今年度も先行き不透明のコロナ禍の中ではございますが、健康課一丸となって健

康で笑顔で過ごせる毎日を目指し、取り組みを進めていきたいと思っておりますの

で、引き続き皆様のご指導をよろしくお願いしたいと思います。 

 また、努めて主なことについてご説明いたしますけれども、例年に増して新型コロ

ナの関係でさらに項目が増えておりますので、ご了承いただきたいと思います。 

 それでは、先に決算についてご説明いたします。 

決算書の８１ページをお願いいたします。 

 ２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費です。この３８目で健康課の取り組

みは２つありまして、１つは、ひとり親家庭等臨時特別支援給付金事業です。新型コ

ロナの影響を受けているひとり親家庭等の生活を支援するため、児童扶養手当受給世

帯に一世帯３万円の支給を行ったものです。 

 主な支出は、８６ページ一番上の扶助費、ひとり親家庭等臨時特別支援給付金８６

７万円です。２８９世帯に支援給付しました。このほか、この事業の支出として７節

報償費、１１節通信運搬費で合計１６万９,０００円を事務費として支出しておりま

す。 

 ２つ目はちょっと戻りまして、８４ページをお願いいたします。 

 一番下の休日夜間初期急患診療事業支援金１,８０１万３,０００円です。これは朝

倉圏域３市町村で朝倉医師会に委託し、地域住民の救急医療の核を担っている朝倉休

日夜間急患センターの新型コロナ影響による収入減に対し、事業運営を維持していく

ために３市町村ともに地方創生費用を活用し合計５,０００万円を臨時的に支援した

ものです。これにより、結果的に後で出てきますけども、従来の運営負担金が減額と

なりました。 

 次に、９９ページをお願いいたします。 

 ３款１項１目社会福祉総務費、２７節繰出金です。これにつきましては、財政課の

所管で国保特別会計の繰出金であり、国保特別会計繰入金でご説明したいと思います

ので、省略をさせていただきます。 

 次に、１０３ページ。 

 ３款１項４目国民年金費です。支出総額２０９万２,０００円余。 

 主に、会計年度任用職員１名分の報酬をはじめ、全て国民年金事務費にかかる費用
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で、前年度より３７万８,０００円余の減額となっております。主な減額要因は、元年

度に支出いたしましたシステム改修委託料４４万円の減額によるものです。 

 次に、１０５ページ、３款１項５目老人福祉費です。 

 健康課分につきましては、７節報償費の出前講座等講師謝金１８万６,０００円で、

主に出前講座による健康運動指導士謝金です。 

 次に、１８節負担金補助及び交付金の一番下にあります、後期高齢者医療療養給付

費負担金３億９,００５万３,０００円余で、前年度より３７１万８,０００円余の減

額となっています。 

 この負担金は、療養給付費の１２分の１を町が定率負担するものでございます。 

 １０８ページ一番上、はり・きゅう・マッサージ施術費補助金１６万８,０００円を

支出しております。 

 ２７節繰出金につきましては、先ほどと同じく財政課の所管で、後期高齢者医療特

別会計の繰出金であり、後期高齢者医療特別会計決算の繰入金でご説明申し上げたい

と思いますので、省略させていただきます。 

 次に、１０９ページ。 

３款１項７目重度障害者医療対策費です。重度障害者医療費支給に係る費用で、前

年度から３３８万６,０００円余の減額の支出総額８,２７６万５,０００円余とな

り、主な支出は１９節扶助費の医療費支出で、前年度から６４３万４,０００円余の

減額の７,８８１万４,０００円余となっております。 

 次に、３款１項８目ひとり親家庭等医療対策費です。ひとり親家庭等の医療費支給

に係る費用で、前年度から２１１万８,０００円余の減額の支出総額１,７９１万１,

０００円余となり、主な支出は１９節扶助費の医療費支出で、前年度から２１０万５,

０００円余の減額の１,７４５万１,０００円余となっております。 

 次に、１１３ページをお願いいたします。 

 ３款２項２目児童措置費です。この目はこども課所管分が含まれておりまして、健

康課分は児童手当支給に関わるもので、１０節需用費、１１節役務費、１９節扶助費

から支出しており、主な支出としましては、１９節扶助費の児童手当費５億２,８４

６万５,０００円で、延べ４万６,７３９人に支給しております。 

 次に、１１７ページをお願いいたします。 

 ３款２項５目子ども医療対策費です。子ども医療費支給に係る費用で、前年度から

１,８３１万４,０００円余の減額の支出総額８,５６３万４,０００円余となり、主な

支出は１１９ページ、１９節扶助費で、コロナの影響もあり、前年度から１,８５１万

８,０００円余の減額の子ども医療費８,１９５万５,０００円となりました。 

 次に、３款２項６目子育て世帯への臨時特別給付金です。これは新規の歳出項目で、

国の新型コロナ対策事業で、実施主体は町で行ったものであります。 

 新型コロナの影響を受けている子育て世帯の生活支援をするため、児童手当受給世

帯の児童１人につき１万円の臨時特例の給付金を支給したもので、２,４２４世帯４,

３７１人に、１９節扶助費４,３７１万円を支出したものです。 

 このほか、この給付金を支給するにあたり、システム改修委託料９０万２,０００

円をはじめ、１２７万６,０００円を事務費として支出し、全額、国庫補助対象となっ

ております。 

 次に、３款２項７目ひとり親世帯臨時特別給付金費です。これも新規の歳出項目で、

国の新型コロナ対策事業で、実施主体は県で、町は申請受付などを行ったものであり

ます。新型コロナの影響を受けているひとり親世帯等の生活支援をするため、児童扶

養手当受給世帯等に対し臨時特例の給付金が支給されたもので、申請事務補助の報償

費１４万８,０００円をはじめ、２０万５,０００円余を事務費として支出し、全額国
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庫補助対象となっております。 

 次に、４款１項１目保健衛生総務費、支出総額１億３,１６１万３,０００円余です。

２節から４節までは職員給与関係ですので省略させていただき、この人件費分を除き

ますと、前年度から５１１万１,０００円余増額の支出総額５,２９４万円余となって

おります。 

主な増額要因は１２１ページ、１２節委託料６２２万２,０００円余で、前年度か

ら５１９万５,０００円余の増額であり、これは主に国の方針に伴うものを含め、繰

越明許費事業と併せ、必要に応じて健康カルテのシステム改修を行ったことによるも

のです。 

 また、１８節負担金補助及び交付金の休日夜間急患センター運営負担金２,７６３

万４,０００円余は、前年度から２８６万６,０００円余の減額となっており、２款１

項３８目新型コロナウイルス地方創生費でご説明いたしましたけども、休日夜間急患

センターのコロナの影響による運営維持のために、地方創生費の交付金を活用し支援

したことと受診者減による経費減と併せ、減額となったものでございます。 

 次に、４款１項２目母子衛生費で、前年度から３４１万２,０００円余の増額の支

出総額４,２７２万８,０００円余となっております。 

 この母子衛生費は、妊婦健診や乳幼児健診、育児不安や虐待予防に寄与することを

目的とした、妊娠・出産・子育て相談センターなどの母子保健事業に対する費用を主

に支出しており、主な増額要因としましては、特に２年度につきましては、コロナ感

染症対策による補助事業によりまして、消毒液、予防着、マスクなどの整備によりま

す１０節需用費、消耗品費１６２万９,０００円余の増で２２２万９,０００円余の支

出。相談や健診時配置の空気清浄機などの整備購入で、１２３ページ１７節備品購入

費７４万２,０００円余の増で９６万１,０００円余の支出。コロナ対策によります、

４か月児及び１０か月児の乳幼児健診を集団健診から個別健診へ変更を実施したこ

とによります１２節委託料の乳幼児健康診査委託料１４７万円余の増で３４１万１,

０００円余の支出が挙げられます。 

 また、新規事業の１つであります１８節新生児聴覚検査助成金は３９万７,０００

余の支出となり、９３人へ助成いたしました。 

 次に、４款１項３目予防費です。支出総額１億４,３９８万５,０００円余で、前年

度から４,１７７万９,０００円余の増になりました。 

 主な増額要因は大きく３つありまして、１つは１２５ページ、１８節でコロナ対策

と表示しておりますけども、新型コロナ対策による地方創生臨時交付金事業による１

６歳から６４歳への３,０００円を上限としたインフルエンザ予防接種助成金を４,

２１２人の方へ１,４８７万８,０００円余の支出、これに係る事務補助の７節報償費

２３万円余の合計１,５１０万９,０００円余の支出です。 

 ２つ目に、コロナワクチン接種で表示しておりますけども、ワクチン接種対策で取

り組んでおりますワクチン接種に係る支出で、２年度は接種予約受付前の費用となり

まして、１０節需用費から１７節備品購入費までの合計７６６万７,０００円余の支

出となっております。 

 ３つ目は、１２節委託料、定期予防接種委託料で、前年度から１,４９０万９,００

０円余の増で９,８７６万２,０００円余の支出で、これは２年度からの新規事業であ

りますロタウイルスワクチン接種事業３１２万５,０００円余の支出と、新型コロナ

対策で、高齢者インフルエンザ予防接種事業の自己負担１,５００円が県補助となっ

たことを含め、例年より多くの方が接種され３,４０７万７,０００円余を支出したこ

とによるものです。 

 次に、４款１項４目健康推進費です。前年度から２６６万４,０００円余の減額の
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支出総額２,６５７万４,０００円余となっております。主な支出は、１２６ページ、

一番下のがん検診をはじめとした委託料２,３７０万８,０００円余で、２年度からの

新規事業の胃がんリスク検診事業、胃がん内視鏡検査事業に取り組みを進めましたけ

ど、前年度から２４６万２,０００円余の減額となっております。 

 次に、１２７ページ、決算書は最後であります。４款１項６目そったく基金事業費

です。支出総額５７万１,０００円余で、２７年度から取り組んでいるラジオ体操、ウ

ォーキング事業に要した費用で、全額そったく基金からの充当となっております。 

 なお、前年度計上しておりました、食と運動と健康をテーマとした健康づくり推進

地区事業の補助事業は、元年度で終了としましたので計上はございません。 

 以上で決算書の説明を終わります。 

 次に、決算審査特別委員会資料をお願いいたします。 

 令和２年度決算に係る主要施策の成果及び将来の課題について、健康課項目がござ

いますので、主なことについてご説明申し上げたいと思います。 

 まずは資料の８４ページをお願いいたします。 

 また、大変申し訳ございませんが、説明していく中で資料の中に誤りがございまし

て、修正をお願いすることになりますので、大変申し訳ございませんがよろしくお願

いいたします。これも私の確認不足でございまして、以後、気をつけたいと思います。

大変申し訳ございません。 

 それでは、資料の順に係ごとにご説明申し上げます。 

 まず、８４ページの国保医療係からです。 

 ８５ページにまたがりますが、重度障害者医療費支給事業、ひとり親家庭等医療費

支給事業、子ども医療費支給事業、未熟児養育医療給付に係る内容は記載どおりで、

決算内容も先ほど説明したとおりですので省きますけれども、これら３つの公費医療

と医療給付につきましては、継続して制度内容の周知啓発、手続の改善に努めてまい

ります。 

 また、前年度課題とした子ども医療費制度改正に伴う制度改正につきましては、昨

年の９月議会で議決いただき本年４月から運用をしております。 

 ８６ページ、年金・児童手当係です。 

 児童手当から国民年金まで、今後もそれぞれの支給事業等に不利益とならないよう

継続して、広報紙や町ホームページなどを活用し、制度内容の周知啓発に努めてまい

ります。また、家庭状況の複雑化による問い合せ、窓口相談など増加傾向でございま

すので、関係部署、関係機関との連携や職員の知識習得、向上を引き続き図ってまい

ります。 

 ８７ページにつきましては、新型コロナ対策による令和２年度事業である給付金事

業３項目であり、決算の中でご説明いたしましたので省略をさせていただきます。 

 ８８ページ、健康推進係です。 

 健康推進係につきましては、ご承知のように３年度から母子保健係と２係体制にな

っておりますけども、２年度の報告ということで、現在の健康推進係と母子保健係の

２係分の報告、説明となりますので、よろしくお願いいたします。 

 そったく基金事業により取り組んでおりますラジオ体操、ウォーキング事業の普

及、促進を行いました。 

 成果につきましては、８８ページに記載のとおりでございますけども、元年度から

年間通して事業取り組みを行ったことにより、コロナ禍の中でしたけども健康づくり

への意識が高まり、ラジオ体操登録団体数、ウォーキング登録者数も前年度から増加

となりました。これからも継続して、健康づくり事業の一環として取り組みを進めて

まいります。 
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 次に、救急医療事業についてです。 

 休日夜間急患センター事業は、決算でも先ほどご説明したとおりです。新型コロナ

の影響もあり、運営については構成市町村で支援を行い、本町の利用者数につきまし

ては前年度から８２９人減少の１,２６３人、その中でも診療科別では内科が多く、

利用者数の４７.３％の５９７人となっております。 

 次に、８９ページをお願いいたします。 

 妊婦健康診査事業です。妊婦一般健康診査補助金を１４回分交付しまして、新型コ

ロナの影響もございまして、１人あたり受診回数１０回の前年度から１９７人の減

で、延べ２,５４４人の受診者となっております。 

 検査項目などにつきましては、県医師会と協議しながら県下統一内容で実施してお

り、福岡、佐賀、大分の３県とは委託契約しておりますので、それ以外の県などで受

診されたときは、本町での妊婦健康診査実施及び助成要綱に基づきまして、２年度は

１６人の方に合計４８万３,０００円余の償還払いをしております。 

 次に、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行う子育て世代包括支援センタ

ー事業で、妊婦訪問をはじめ、妊産婦、乳幼児等の状況を継続的、包括的に把握し、

個別性に応じたきめ細かな保健指導と特定妊婦の早期発見、虐待の早期発見、予防に

努めております。 

 また、９０ページ、出産後の身体的な回復、心理的な安定を促進し健やかな育児支

援を行う産後ケア事業につきましては、委託先を６か所に増やすことができ、今年度

も１か所追加できて現在７か所となっております。 

 ここで大変申し訳ございません。冒頭申し上げましたように数値の誤りがございま

すので、修正等をお願いします。大変申し訳ございません。 

 ９０ページの、２年度の数値が誤っております。産後ケアの欄でございます。２年

度の宿泊型が１５人となっておりますけども、１５人から５人へ修正をお願いいたし

ます。日帰り型が２２人となっておりますけども、７人へ修正をお願いいたします。

宿泊型が１５人から５人、日帰り型が２２人から７人への修正をお願いいたします。

大変申し訳ございません。 

 この数値は実人数で、延べ利用日数にしますと日帰り型が２２日、宿泊型が１５日

となります。新型コロナの影響もございますけども、日帰り型につきましては、前年

度から利用者数は増加している現状でございます。 

 次に、乳児全戸訪問事業です。 

 乳幼児の健全育成の環境を図るために、保健師をはじめスタッフの地道な活動で訪

問指導を実施しておりますけども、新型コロナ感染拡大防止対策により訪問事業も困

難となりましたけども、電話などにより状況確認を行うなど未把握者はいないという

状況です。現在様々な問題など発生している情勢の中、子どもの成長、発達、母の心

身の状況、養育環境の把握を行い、産後鬱傾向や育児不安等の要フォロー者の早期発

見、早期にそれぞれに適した助言、指導を行うことで乳幼児の健全な育成環境の確保

を図っており、専門スタッフの継続的な確保という課題はございますけども、新型コ

ロナ感染拡大防止対策を講じて継続的に行ってまいります。 

 ９１ページをお願いいたします。 

 乳幼児健診事業、新生児聴覚検査事業につきましては、決算でご説明したとおりで

すけども、４か月児及び１０か月児につきましては、新型コロナ対策として個別健診

に変更したことで、直接対面して状況を確認する機会が減りましたので、発達上の問

題の早期発見と保護者の育児不安解消のための助言指導を行うために、別途、確認相

談業務を行い、乳幼児の健やかな成長を支援しております。 

 次に、９２ページをお願いいたします。 
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 定期予防接種事業です。ここで大変申し訳ございませんが、昨年度、修正のお願い

をしたところで、そこが今回、修正を怠っております。大変申し訳ございません。 

 成果の高齢者インフルエンザのところの元年度数値４,８５９人になっているかと

思いますが、これは誤りで、昨年度も訂正していただきましたけども、５,２５４人が

正解でございます。５,２５４人への訂正をお願いいたします。大変申し訳ございま

せん。 

 定期予防接種につきましては、予防接種法に基づき実施しているもので、決算でご

説明いたしましたけども、特に高齢者インフルエンザ予防接種につきましては、コロ

ナ禍で意識も高まっていた中、新型コロナ対策で自己負担なしの県補助事業となった

こともあり、接種者数は前年度から１,６９０人増の６,９４４人となり、接種率も約

７７.５％という高い数値となりました。 

 また、２年度から始まりましたロタウイルスワクチン接種につきましては２３９人

となっております。継続した予防接種勧奨に努めてまいります。 

 ９３ページをお願いいたします。 

 麻しん風しん予防接種助成事業です。 

 県事業の麻しん事業につきましては、当初予定どおり２年度で終了となりましたけ

れども、風しん事業につきましては助成期間が変更となり、５年度まで延長され、前

年度から３０人増の５８人が接種いたしました。抗体保有率が低いとされている昭和

３７年４月２日生まれから昭和５４年４月１日生まれの男性を対象とした国の風し

ん事業は３年度までの事業で、抗体検査が４９１人、このうち抗体が不十分とされ予

防接種を受けた者が１２７人と、いずれも前年度からの増となっております。引き続

き制度の周知に努めてまいります。 

 ９４ページ、がん検診事業です。 

 この事業は、国保特定健診と同時に実施しておりまして、新型コロナ対策で健診延

期をした関係で回数が減りましたけども、がん検診２４回、女性がん検診１７回を実

施して、２年度から新規事業の胃がんリスク検診、胃がん内視鏡検査にも取り組みを

進め受診率向上を図りましたけども、新型コロナ対策による受診期日の延期や受診日

の調整減など、コロナの影響も含め全体的には減少しており思うような成果が得られ

ませんでしたので、今年度もコロナの影響はございますけども、新規受診者数の増加

につながる普及啓発活動の見直しなどを行い、継続して受診率向上対策を図り、がん

を早期に発見し早期受診することで死亡率の低下や医療費の抑制を図っていきたい

と思っております。 

 ９７ページをお願いいたします。 

 特定健康診査等事業です。 

 特定健診の受診率向上対策につきましては、２年度も健診日のお知らせはがきによ

る忘れ防止、業者委託による特定健診未受診者対策などを行いましたけども、新型コ

ロナ対策による受診期日の延期や受診日の調整など、コロナの影響もあり受診率は暫

定値ではございますが、昨年度から６.４％減の３６.１％となり思うような成果が得

られませんでした。しかしながら、２年度確定発表はまだ先ですので、元年度確定で

見ますと本町は４２.５％の受診率に対し県平均３４.８％を上回り県内１７位でご

ざいまして、全国平均の３８％も上回っている状況であり、徐々にではございますが

取り組み成果は上がっていると考えております。 

 また、特定保健指導実施率につきましても、２年度は暫定値で４８.７％とコロナ

の影響を受けておりますけども、元年度確定値では本町は７５.２％で、県平均４３.

５％を上回り県内１３位。全国平均が２９.３％ですので、大きく上回っている状況

です。 
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 これは指導の中断をしないよう対象者に合わせ、面談を時間外、土日対応含め、き

め細かなじっくり時間をかけた指導を行い、保健師、管理栄養士のスタッフが根気よ

く努めている結果でもございます。 

 この特定健診結果データから、２年度から新たな取り組みとして、糖尿病など改善

可能な段階から発見し、発症予防を図るため必要な方を選定し、医療機関で特定健診

２次検査を受診していただき、保健指導も併せて行いました。 

 併せてレセプト情報を活用して、医療機関と連携を図りながら継続的な個別保健指

導を行い、生活習慣病の重症化予防にも取り組みを行っており、健康運動指導士によ

る血糖値改善教室をはじめとした運動教室も毎年改善工夫し、コロナで実施できなか

ったときは動画配信７回を行うなど、健康づくり、そして生活習慣病対策の取り組み

を行いました。 

 人生１００年時代と言われ、健康寿命の延伸は、医療費、介護費用の抑制にもつな

がり、健康で長生きしていただこうと、今年度から新たに高齢者の保健事業と介護予

防の一体的実施事業の取り組みも行っているところです。今後も住民の健康維持、増

進に向けて、保健指導をはじめ重症化予防、健康づくりに継続した取り組みを進めて

まいります。 

 最後に、９９ページ、新型コロナワクチン接種事業です。 

 ご承知のようにワクチン接種につきましては、接種対策室で、住民皆様のご理解、

ご協力のもと日々取り組みを進めているところです。本日も接種を行ったところでご

ざいます。 

 ２年度におきましては、決算でご説明したとおり２月１日に対策室を立ち上げ、接

種前の準備段階となっております。現在は３０歳以上及び１６歳以上の基礎疾患者を

対象とした接種となり、柳委員の一般質問でありましたけども、１２歳から１５歳の

接種につきまして接種券は先週金曜日に発送いたしました。接種は１０月中旬から１

１月下旬で計画しているところでございます。ただし、１２歳の接種券につきまして

は、誕生日の関係もございますので、１０月中途の方までの接種券の発送となってお

ります。それ以後につきましては、随時、行っていく予定で考えております。 

 子どもへのワクチン接種につきましては、本人、保護者など十分にご理解されたう

えで接種を行っていただきたいとも思っております。今後も適切に対応していきたい

と考えておりますので、皆様方のご理解とご協力を引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

 以上で健康課の説明を終わらせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 委 員 長  石橋委員 

 石橋委員  資料の９１ページに新生児聴覚検査費の助成の件なんですけれども、成果のほう

で、助成事業の周知と検査の受診勧奨、支援が必要な児と保護者への適切な支援実施

ということですけれども、もう少し詳しく説明をしていただきたいと思います。 

 それと、聴覚の検査をされなかった乳児に対して、何か支援策があるのかご質問い

たします。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 新生児聴覚検査助成金の将来の課題のところでもうちょっと詳しく説明をという

ことですので、お答えしたいと思っております。 

 まず、助成事業の周知と検査の受診勧奨です。これは現在母子健康手帳交付時、パ

パママ教室とか妊婦電話支援等の機会に、助成事業の周知と、検査の受診勧奨を行っ
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ておりますけども、通年通じて継続的に取り組みを行うことが必要です。引き続き周

知に取り組むところでございます。 

 次に、支援が必要な児と保護者への適切な支援実施ということを書いておりますけ

ども、現在、乳児家庭全戸訪問時や乳幼児健診の機会に、再検査になった児のその後

の検査結果や、受診状況の確認を行っております。また、久留米聴覚支援学校が実施

している相談、町の発達相談や言葉の教室、療育機関の紹介も行っております。これ

らのことを、通年通じて継続的に取り組みを行うことが必要であるということで書い

ているところでございます。 

 それと聴覚検査を受けられなかった児への支援策はというご質問でございます。 

 乳児家庭全戸訪問や乳幼児健診時に音への反応、言葉の発達等について確認をして

おります。３歳児健診時では聴覚検査も行っております。聞こえについて気になるこ

とがある場合は、かかりつけ医の相談や久留米聴覚支援学校が実施している相談等を

ご案内させていただいているところでもございます。 

 新生児期に検査を受けられなかったときは、入眠時に検査を行わなければならない

ことから、対応可能な医療機関にも限りもございます。２年度には福岡県乳幼児聴覚

支援センターが開設されたこともございますので、このセンターとも連携して対応し

ているような状況でございます。 

 以上です。 

 委 員 長  石橋委員 

 石橋委員  新生児の聴覚検査に対しては、令和２年度からしていただいて本当にありがたく思

っております。 

 それともう１つですけれども、資料の９０ページ、産後ケア事業がありますけれど

も、これの成果のところで、対象者のニーズの把握と産後ケアやアウトリーチ型の検

討ということですけれども、アウトリーチというと、多分、対象者の家に訪問して、

いろいろ対処されると思いますけれども、もう少し詳しくご説明をお願いいたしま

す。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 対象者のニーズの把握とアウトリーチ型の検討という形になっておりますが、現

在、委託先を７か所やっておりますけども、その産後ケアの対象者というのは、対面

型でいろんな形で、大丈夫かなと、安心してもうちょっと休んだほうがいいよという

指導をしながら、産後ケアを利用してもらっているとこもございます。その把握をす

るのも対面によりますので、時間をかけながらじっくりその方を見ていくことで、そ

の把握。そういう方々が、どういったことを必要としているか、今現在の産後ケアの

内容でいいかどうかというのも確認をしながら、さらによりよいものにしていくため

に、こういった部分の、その方に入られた方々のニーズの把握をしながら、よりよい

産後ケア事業にしていきたいといったところで、このアウトリーチという形でしてい

ただいておりますが、具体的に、今現在、じゃあどういったことをやっていこうかと

いうのはまだそこまで至っておりません。 

 ここは将来の課題として、そういった部分の必要とするものが、今以上に出てきた

場合、ただスタッフとしては、そういった部分も把握しながらやっていかなくちゃい

けないんじゃないかということも考えておりますので、そういった部分ができなが

ら、今現状で満足せずに、その方々に合った、そして支援をするために広げていこう

といったところで将来の課題として捉えておりますので、今後の取り組みの中でここ

は具現化していきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思っておりま

す。 
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 以上です。 

 委 員 長  河内委員 

 河内委員  資料の８７ページです。 

 子育て世帯への臨時特別給付金、令和２年度単年度で事業終了とありますが、令和

３年も厳しい状況は続いていると思うんですね。国がしないから、町もしないではな

くて、町独自でも継続してもらいたいと思うんですが、その考えがあるかどうかお尋

ねします。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 ご要望はご要望としてお聞きいたしまして、今、検討の段階にも、まず机上にも入

っておりません。コロナの交付金を活用の中でそういった部分が必要ということであ

れば、また考えていきたいと思っておりますが、現時点では令和２年度で終了と捉え

ておりますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  資料のほうでお尋ねします。９１ページの３段目、母子保健事業。 

 この成果に、個別相談件数が前年度の２００％以上にとても増えております。担当

課も、この発達障害がものすごく多くなっているのは感じているとは思いますが、こ

れを早期に見つけ出すというのは大変大事なことになりますが、それを早期発見した

として、連携、つなぐ先ですね、その受皿、それから先はほかの課なり民間事業者な

りの取り組みかもしれませんけども、これだけ増えていくならやっぱり連携して何ら

かのことを今のうちからやっていかないといけないと思うわけです。その辺り、どう

捉えておりますか。お尋ねします。 

木村博文委員 ちょっと補足します。いいですか、委員長。 

 発達、その相談数イコール、そういうふうなケアが必要な子どもとは限りませんけ

ど、多くなっているというのは感じてあると思うんですね。だから、その辺りをどう

捉えてあるんでしょうか。 

 委 員 長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 非常に、療育相談をされている件数は年々増えてきております。これに基づいて、

教室の内容とかスタッフの増員、いろんな形で健康課としても対応させていただいて

いるところでございます。 

 現在、１歳６か月児健診、３歳児健診で受診者全員が臨床心理士との面談を実施し

ております。この中で発達状況について確認をしておりまして、発達障害が疑われる

児は、年々、先ほど委員がおっしゃったように増えている状況でございます。 

 対応といたしまして、専門機関への受診を勧めておりますけども、専門機関での受

診者も、今、どこの自治体さんでもやっぱり多い状況で、数か月待ちの状況でもござ

います。 

 その受診までの期間を、健康課の親子教室「わいわい」とか「親子どん」とかいろ

んな名前をつけてやっておりますけども、そういった教室、それからこども課の幼児

版の言葉の教室、発達相談等でフォローをして保護者の了解を得まして、健康課及び

こども課で児の発達に関する情報を共有して、今現在２つの課で対応させていただい

ています。また、保護者の了解も得たうえで、近隣の療育機関に紹介状や情報提供書

を発行して連携対応も行っているような状況もございます。対象者も増加して、委員

がおっしゃられるように、専門機関、私も先ほど申しましたように受診待ちというこ

とで、専門機関も限られているような状況です。自治体によっては、こういった状況
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を打破するために療育センターを設置して対応しているところもございます。 

 こういったことも含めて、療育センターを設置するというのは非常に簡単なことで

はございませんし、また、この筑前町の規模で、そういった部分ができるかできない

かというのも非常に大きな課題だと思っておりますので、広域的な連携、それから近

隣の状況と照らし合わせて、大きな課題でありますが、そういった部分を照らし合わ

せて療育支援に取り組みを進めていかなければならないと思っております。 

 ただし、センターの事業とか設立とかにつきましては、また１つの課題として捉え

て、これを設立しますとかいう部分につきましては、うちの自治体規模では非常に課

題が大き過ぎますので、先ほど言いましたように広域の連携とかできないか、ほかに

また施設ができれば、そこと連携しながらつなげていくことも必要になってくるので

はないかと考えております。 

 以上でございます。 

 委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  今言われたように、いろんなところとの連携が必要になります。まず健康課、それ

から福祉課、それから学校教育課、こども課、それから民間業者、いろんなところが、

それぞれに問題、問題、問題と思って書かれてあるんですけど、連携がなかなかでき

ていないというところを、私もこの問題を勉強させてもらって感じました。だから、

１回、町長にも提案しました。そしたら、みんなが一堂に会して、コロナで今ちょっ

と厳しいかもしれませんけど、それをみんなで話し合う、そういう場を設けたいとい

うことで、どこかの課のときに言わないかんと思っておりましたので、ぜひ、その辺

り、早急にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

回答はいいです。 

 委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で健康課を終わります。 

 散  会  

 委 員 長  令和２年度一般会計歳入歳出決算、健康課の審査が終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 明日は午前１０時から会議を開きたいと思います。９時３０分までに議員控室にご

集合ください。 

 お疲れさまでした。 

（１７：４７） 

 


